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第８日目（12 月 11 日） 

○議   長（小澤 実君）  おはようございます。早朝より傍聴ご苦労さまです。 

散会前に引き続き、本会議を再開いたします。 

○議   長  ただいまの出席議員数は 22 名であります。これから本日の会議を開きます。 

 なお、宮永病院事業管理者から公務のため欠席、小林監査委員、病気療養のため欠席の届

け出が出ておりますので報告いたします。 

〔午前９時 30 分〕 

○議   長  本日の日程は一般質問といたします。 

質問時間制限は１人 30 分以内としますが、１人当たりの質問総時間のめどを 60 分間以内

とするよう、努めていただくようお願いいたします。なお、総時間 50 分を過ぎたところで、

残り 10 分を切りましたとご案内をいたしますのでよろしくお願いいたします。 

初回の質問時に限り登壇して行っていただきます。降壇後は質問席に着席をお願いいたし

ます。質問内容を制限するものではありませんが、極力皆さん方から簡潔明瞭に質問してい

ただきたく、協力のほどお願いいたします。あわせて答弁につきましても、簡潔明瞭に答弁

いただきますようお願いいたします。 

 なお、一問一答方式の登壇での質問及び答弁は、最初の質問事項についてのみまとめて行

っていただきます。また、会議規則第 62 条第４項に基づき、市長が質問者に質問の趣旨を確

認する質問をする場合は、当該発言の前に「質問します」と挙手をし、議長に発言を求め許

可を受けてから行ってください。市長の質問回数に制限はありませんが、議員の市長に対す

る答弁は、議員の質問時間に含めないこととします。よろしくお願いいたします。 

○議   長  質問順位１番、議席番号 11 番・清塚武敏君。 

○清塚武敏君  おはようございます。本定例会は改選後４名の新人議員を迎え、一般質問

は 16 名の方が質問されます。私も１期目、４年前のことを思い出しました。１番くじを引い

て、本当に緊張したことを思い出しております。また、２期目、私にとってはまた１番とい

う幸運といいましょうか、本当にラッキーだなと思っております。それでは通告にしたがい

まして一般質問をさせていただきます。 

北里大学保健衛生専門学院と市の関わりについて 

私は今回、１項目だけに絞らせていただきました。北里大学保健衛生専門学院は、昭和 57

年４月に旧大和町黒土新田に北里大学附属保健衛生学院として開校いたしました。以来 30

年にわたり、魚沼地方で高校新卒者を受け入れる唯一の専門高等教育機関として医療従事者

を養成し、地域の医療機関に人材を供給してきました。 

現在は臨床検査技師、管理栄養士、看護師、保健師、臨床工学技士の養成施設として３学

科１専攻科の体制であります。在学生と教職員をあわせると 900 名を超えています。また、

学生のほとんどが市外から。県外から来ている人も４割を占めていると聞きました。立地条

件により７割近くが地元のアパートを利用しています。ことしの春時点では、地元アパート

組合の部屋数だけでは 736 部屋あるうちに、589 部屋に学生が入居されているそうです。ま
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た、学生の中には地元の方とめでたく結婚している人も何人もいます。 

このように、北里大学保健衛生専門学院の存在は、当市への経済効果は非常に大きいもの

があります。過去には大和地域の米販売額に匹敵するとの話を聞いたこともありました。し

かし、県立十日町病院附属看護専門学校の開校が平成 32 年４月に示されたことにより、志願

者数の減少または学科の縮減等が懸念され、市の経済にも大きく影響が出ないか心配です。 

また、平成 20 年９月には学校法人北里研究所と南魚沼市との連携協力に関する包括協定を

締結して、今までに地域交流をはじめ学生食堂北里ガーデンカフェの地域利用などで交流を

してきました。市が現在、進めているＣＣＲＣ関連事業の構想が進む中で、本法人及び本学

院に対する提案があれば、喜んで検討させていただきます、といった話もしておりました。

今後の南魚沼市の医療スタッフの確保の充実や、ＣＣＲＣ構想、健康ビジネス連邦構想、メ

ディカルタウン構想、そして機関病院を核としたまちづくりに、北里大学保健衛生専門学院

の存在なくしては考えられません。北里大学保健衛生専門学院と市は今後、どのようにかか

わっていくのか市長の考えを伺うものであります。 

１番、医療スタッフが不足する中、地元の子供たち、学生に入学してもらうためにＰＲや、

卒業生の市内医療機関に就職していただくために、市としてどのような取り組みをしてきた

のか。 

２番、学校法人北里研究所と南魚沼市との連携協力に関する包括協定を締結して来年で 10

年になります。成果と今後の展望を伺うものであります。 

３番、県立十日町病院附属看護専門学校の開校を利点とするとともに、北里大学保健衛生

専門学院も存続していくために、市として県にどのように働きかけをしていくのか。以上、

壇上よりの質問といたします。 

○議   長  清塚武敏君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

市長。 

○市   長  皆さん、おはようございます。きょうより３日間、一般質問ということで

ありますが、一生懸命また答えてまいりたいと思います。早朝から傍聴の皆様、大変ありが

とうございます。よろしくお願いいたします。 

北里大学保健衛生専門学院と市の関わりについて 

それでは、清塚議員の質問にお答えしてまいります。この北里大学保健衛生専門学院のこ

とであります。魚沼地域の高校からの推薦枠を手厚くするなど、地元の学生確保に大変ご尽

力をいただいているところであります。また、南魚沼市では返済免除の奨学金制度を設ける

など、独自に入学者や就職者の確保について取り組んでまいったところであります。 

しかし、北里学院と連携した個別の具体的なそういう取り組みはこれまで行ってこなかっ

たということであります。 

これまでの市の取り組みを述べたいと思います。南魚沼市民病院や保健課では、この学院

の看護学生の臨床実習これは看護師の皆さん、公衆衛生看護実習これは保健師の皆さん、目

指している皆さんですね、受け入れております。市内医療機関や行政で仕事をしてもらえる
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ように、実習担当者を中心に実習計画を立てまして、学校と連携し丁寧な学生実習を行って

おります。 

また、魚沼地域の関係者が情報交換をしながら、看護職員の定着とスキルアップを図るこ

とを目的としまして、看護職員県内定着強化事業こういうのがありますが、この圏域会議と

して、平成 27 年９月に第１回新潟県看護職員確保対策検討会この魚沼圏域会議をスタートし

ております。モデル事業としまして、魚沼地域へ看護職を呼び込む工夫や看護職員のレベル

アップのための研修や人材研修などを行っております。実施している主体ですけれども、こ

れは新潟県の福祉保健部の医師の皆さん。そして、看護職員確保対策課というのが県にあり

ますが、ここが行っております。出席しているのは、魚沼地域の病院看護部長さん、それか

ら養成校――これが北里に当たります。看護協会、アドバイザーとしては新潟大学さんが見

えられておりまして、オブザーバーとして魚沼地域の市町の保健師の皆さんが参加をしてい

るということであります。 

先ほど北里学院と連携をした個別の、この学院に限定をしたという特別な取り組みは行っ

てきませんでしたと言いましたが、そこで現在であります。魚沼地域の看護師不足の解消と

北里学院の存続、これは大きなテーマでありまして、これを目的に市内専門学校に入学をし

――これを北里と想定をしているわけであります。市内の医療機関に就職をする学生を対象

にした、給付型の奨学金制度の導入を現在、検討しておりますのでよろしくお願いします。

市内の医療機関と今、言いましたが、これは診療所等も含めて、個人開設も含めて、全ての

機関ということが新しい試みになるかと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

２つ目のご質問であります。この連携協力に関する包括協定は、平成 20 年９月 26 日に締

結をして以来、先ほど議員がおっしゃった 10 年を迎えるところであります。この包括協定に

おける連携内容は、ちょっと説明をさせていただきますが、目的に書かれているんですけれ

ども、人材育成、教育・文化・スポーツ振興、健康づくり、まちづくり、産業振興、環境保

全など、行政運営全般にわたるものとなっています。 

この包括協定に基づきまして、医療分野での連携はもとよりでありますが、学院周辺の環

境整備なども行ってまいりました。例えば、学院周辺の防犯灯の整備は平成 21 年に行われて

おりまして、市が電気料を負担しております。こういう整備なども行ってまいりました。ま

た、市政全般にわたる意見交換これらも行っております。総合戦略の政策の形成や魚沼地域

定住自立圏の広域連携事業などに必要な助言や提言を、学院からいただいているということ

であります。 

最近では、地域医療改革を効果的に推進するために、例の基幹病院の開院前後に市民の意

識や地域医療に関するアンケート調査を市と共同して行ったりもしています。開院前それか

ら開院１年後の２回にわたって、それぞれ 1,500 人規模の調査を実施してまいりました。こ

の後は開院５年後の調査も共同実施する予定で今、進めております。 

今後も、新たな行政課題や社会情勢の変化に伴う諸問題が発生した場合には、情報を共有

させていただきながら、継続的に連携をしていきたいと考えているところであります。 
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３つ目のご質問であります。大変心配をされているところは私も同じでありますが、十日

町市の県立看護専門学校の新設計画。３年制で定員は 40 名。これは既存の北里大学この学院

の４年制であります、この存続を前提とした計画であってもらわなければ絶対なりません。

その前提があった上で、魚沼地域の医療職の安定的な確保につながることを、心から期待す

るところであります。 

これまで、北里学院は実習の約 25％、４分の１を十日町病院で行ってきたという実績があ

ります。仮に、今言われている十日町病院附属看護学校が開学をしたとしても、北里学院の

学生をこれまでどおりに受け入れていただかなくてはならないというように考えています。 

また、北里学院は全国から学生が集まる学校として、皆さんご理解のとおりでありますが、

今、魚沼地域からの入学者も大変多く、全体の 30％程度を占めています。この傾向は近年増

えてきておりまして、まさに地域に根差した教育機関というふうに言えると思います。 

学生の絶対数が少ないと言われているこの魚沼地域において、公設の――県になるわけで

すけれども、公設の看護学校が設置をされた場合は、北里学院への地元入学者が減少するの

ではないかということは、これは誰でも容易に想像ができるところであります。相手に対し

て、各高校からの推薦枠や魚沼地域の学生数を制限するなどして、魚沼圏域内での学生の奪

い合いとか取り合いとか、そういうふうにならないような、細心の配慮を県から講じてもら

わなければなりません。県にはしっかりとその旗振り役を担ってもらいたいというところで

あります。全県から広く学生を募集することなどについて、本当に心を砕いて検討をしてい

ただきたいということを、再三申し上げているところであります。そのように対処していた

だけるものと期待しているところであります。以上です。 

○議   長  清塚武敏君。 

○清塚武敏君  北里大学保健衛生専門学院と市の関わりについて 

それでは、１番のほうから再質問させていただきます。基本はやはりこの魚沼地域の子供

たちが、地元の大学、専門学院等に入れる機会をつくって、そしてまたこの看護師、医療ス

タッフが不足の中で役割を進めていくというのが基本だと思っております。先ほど、返済免

除の利用者等を行っているというということをお話されました。近年その利用者がどのよう

に推移されているか伺います。 

○議   長  市長。 

○市   長  北里大学保健衛生専門学院と市の関わりについて 

このことにつきましては、担当の部課長のほうから答えさせます。 

○議   長  市民病院事務部長。 

○市民病院事務部長  北里大学保健衛生専門学院と市の関わりについて 

現在、行われている就学資金の関係でございます。こちらは平成 29 年度の実績ですと、現

在 18 名の学生の方が借りられているという状況にあります。そのうち、北里大学保健衛生学

院専門学校のほうの生徒様につきましては、11 人の人数ということになっております。その

ような状況でございます。 
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○議   長  清塚武敏君。 

○清塚武敏君  北里大学保健衛生専門学院と市の関わりについて 

わかりました。11 人もいるということで、ほかの学校等でもそういうことをやられている

ということは、私もわかっていましたが、それぞれにやっぱり多くいるのかなという、実感

としては思ったより多くいたのかなと思っております。そして再質問でありますが、先ほど

やっぱり臨地実習、要は医療従事者が、学生が実際に病院や診療施設へ行って実習をするわ

けですが、やはり基幹病院がなかなかスタッフがそろわない、病床がフル稼働にならない。

なかなかそこでの受け入れができない。大和病院そして市民病院も北里を受け入れているわ

けなのですが、やはり実習地の受け入れ態勢というのが、非常にやっぱり私は重要になって

くると思います。 

そこで、やはりどれだけうちの市民病院が実習生をアピールした中でやっていくかは、や

がて卒業生の就職につながるわけなのです。やはりその辺は、確かに市民病院も大和病院も

医療看護師が不足の中で、この実習生を受け入れるというのは非常に大変になってくると思

います。今後その辺もやはり将来的なことを視野に入れた中で、取り組んでいかなければな

らないと思っています。難しい問題だとありますが、その辺ちょっとご答弁を願いたいと思

います。 

○議   長  市長。 

○市   長  北里大学保健衛生専門学院と市の関わりについて 

今ほどの、基幹病院も受け入れてくださっておりまして、大変努力を払っていただいてお

ります。北里学院のほうは大変長距離になるわけですけれども、長岡のほうの圏域まで実習

生を向かわせているということもあって、我々はそもそもそれも含めて大変なことだと思っ

ていた矢先に、この十日町の看護学校の話があり、我々としてはちょっと驚きをもってその

発表を聞いたわけであります。 

そういう中では長岡圏域には、またさらに新しいその看護学校の大学ができるという話が

あり、我々にいろいろな意味の協力を求めてきましたが、とてもそういう我々は、何ていう

んですかね、心情になれませんといいますか、これもまた実習先としては今さまざまな奪い

合い等が出てくるということの中では、大変危惧しているところであります。 

その辺のところをよく本当に県のほうからもわかっていただき、これはもう改革は進んで

いくのでしょうから大変心配でありますが、致し方ないところでありますけれども、その辺

のところを上手に本当にやっていただきたいということを再三申し上げているところであり

ます。 

○議   長  清塚武敏君。 

○清塚武敏君  北里大学保健衛生専門学院と市の関わりについて 

わかりました。この北里の関連の質問につきましては、我が会派のほうで、私は当然いな

かったのですが、平成 20 年の９月議会で同僚議員がされています。県内の高校に北里学院を

市としても紹介をして、これは民間でありますけれども、やはり市と学院とのかかわりをも



 - 6 -

っていきたいということを、また今後もお願いしたいと思っております。 

 ②番でありますが、包括協定の関係であります。やはり、北里を新たな産業の発展につな

げていかなければならないと思っております。先ほども答弁がございましたが、北里大学さ

んがＣＣＲＣ構想の中でも提案を示してくれたこともありました。今後ちょっと、今、市の

中ではその産業の発展にどの程度、つなげられる希望というかを持っておられるか教えてい

ただければ。 

○議   長  市長。 

○市   長  北里大学保健衛生専門学院と市の関わりについて 

まずは、今ほど議員がおっしゃったＣＣＲＣ関連にも、またメディカルタウン構想にも大

変重要な位置を占めると思いますし、防災面においても北里学院さんの学生さんが、当該す

る多分あれは東地域と、防災上のいろいろな協力という関係もつくられています。また、こ

れから市を前向きに発展させていくための中のさまざまなところで、もうこれはなくてはな

らない存在だと思っていますし、それに絡めながら政策展開をしていくというのは、当然の

方向性だと思っています。ましてや当該するその地域の方々にとっては、あそこで学生さん

を受け入れるアパートの経営者の皆さんもいらしたり、さまざまな形で既にもう社会が形成

されていますので、北里さんの存続というのは、一、そういう学院の存続云々というよりも、

地域社会問題にも発展するということの中から、さまざまに県の皆さんとも話をさせていた

だいたり。また、この存続のために、先ほど申し上げたちょっと前に戻るようで申しわけあ

りませんが、給付型の奨学金等も非常に個別具体的にもうこの北里さんを想定して、そこと

我々は結びついてやっていきますというような中身に、今、制度設計をやっておりますので、

議員からもご理解をいただきたいと思います。なくてはならないものであります。 

○議   長  清塚武敏君。 

○清塚武敏君  北里大学保健衛生専門学院と市の関わりについて 

もう１点でありますが、ちょっと地域の声の中に、学生たちに、食堂、学食の中で地元産

のコシヒカリを、ぜひ食べさせてあげたいという声があります。これは北里の中に入ってい

る学食については、やはり民間業者が入っていまして、なかなか学校側としても口出しはで

きない面があるそうなんですが、やはり今後の北里との協定とか結びつきの中では、大事な

要素だと思っておりますが、市長の考えをお聞かせください。 

○議   長  市長。 

○市   長  北里大学保健衛生専門学院と市の関わりについて 

学院内の学食ですね。それを学院さんが口出しできないことを我々ができるかという、そ

ういうことはおわかりになると思いますが、ただ、さりとて、やっぱり私どもの南魚沼市の

宿泊施設なんかもそうですけれども、なかなかいろいろな批判があることもあります。ちょ

っとそれとは別の問題ですが、できれば南魚沼の食材を使っていただきたいということは、

本当にいろいろなところで言うことはできると思います。しかし、先ほど言った個別具体的

な関係のより深化と、その協力関係の構築の中で、そこでこういうことは話ができる問題だ
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と思っております。そういうことが話されたときに、なるほど、ということで学院さんが動

いていただく。例えばそういう関係をつくっていかなければ、物を申し上げることはできな

いと私は思います。 

○議   長  清塚武敏君。 

○清塚武敏君  北里大学保健衛生専門学院と市の関わりについて 

最後ですけれども、この北里とのかかわりでありますが、この地域にとって、南魚沼市に

とって、健康寿命の延伸等へのかかわりというか貢献するというように、北里さんが言って

いました。ＣＣＲＣ関連でもあるのですが、積極的な関与は本学院教育研究の展開に効果を

もたらすものであると考えているので、積極的に当法人としてもかかわっていきたいと言っ

ておりますので、ぜひ、新しい展開、市とのかかわりへつなげていただければと思っていま

す。北里栄養ケアセンター、仮称、それも何か開設が進められているというお話も伺ってお

ります。南魚沼市が進めます健康寿命の延伸等々、かかわりがあってお互いに協力し合って

できればいいかなと思っております。 

 ３番目になりますが、医療従事者の養成、確保、この環境整備、十日町ができることは非

常にいいことでありますが、結果としてプラスマイナスゼロになるようでは、やはりこの地

域医療の人材スタッフが確保につながらないと思っております。先ほども答弁でありました、

十日町が 25％の実習を受け入れている。確かにその辺をきちっと県のほうと働きかけをして

いかなければ、なかなかこの学校――十日町も含め北里の実習受け入れ等が、本当にめちゃ

くちゃになってしまうのかと思っております。 

最後でありますけれども、県とやはり南魚沼市、やっぱり県とのつながりを、話を進めて

いかなければならないわけですが、今後、県とはどのような日程というか、もう早期に課題

を整理していかなければならないと思っています。その辺はどう予定をされているのでしょ

うか。 

○議   長  市長。 

○市   長  北里大学保健衛生専門学院と市の関わりについて 

まず、県とのそのこれからのという話ですが、その前にですけれども、まずは私、就任し

てから今、１年ですが、就任してから数か月後にきちんとした正式にこの十日町の学校開学

のニュースが流れたと思います。いち早くと言っては何ですが、当たり前のことですけれど

も、北里本学ですね、大学本学のほうに、理事長そして学長さんはじめ、多くの理事さんが

もう待っていたかのようにいっぱいいらっしゃいました。この問題について大変心労といい

ますか、本学のほうが心配でありまして、とても私も最初はいたたまれないような空気間で

ありましたけれども、これは民業圧迫ではないか。向こうの言い分ですよ。そして、我々は

そういうことであると、この存続については本当に心配であるという話でありました。鋭意

こちらからも対応してまいりますという話をさせていただき、その後はきびすを返す形で県

のほうにも話をずっと進めてまいりました。 

県のほうも、これは知事も含めてであります。地元の選出の県議も含めてですね、その中
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でさまざまこの問題に取り組んでいただいておりまして、これから、いつどうなるという話

ではありませんが、大変、県のほうもこれについては重大視をしていただいて、最初の温度

感よりはまるで違う、今、そういう前向きな検討がなされていることを心から期待をしたい

と思います。この後も我々としてはそういう、県に対する強力な、事態が悪化といいますか、

悪くならない方向性をぜひお願いするという要望活動を、鋭意、続けてまいりたいと思って

おります。 

○議   長  清塚武敏君。 

○清塚武敏君  北里大学保健衛生専門学院と市の関わりについて 

林市長に大いに期待いたします。本学院の存在価値を示し、今まで以上に地域に根差した

高等教育機関となることが重要であると考えます。市として積極的に今後もかかわっていた

だくことをお願い申し上げまして、私の一般質問を終わります。 

○議   長  以上で清塚武敏君の一般質問を終わります。 

○議   長  質問順位２番、議席番号 16 番・中沢一博君。 

○中沢一博君  改めましておはようございます。中沢一博でございます。改選後、初めて

の一般質問になるわけでございます。こうして林市長と、また、市民の代表の一人として、

市政発展のため、また福祉向上のために、こうやって議論をさせていただくということは、

本当に感謝の思いでいっぱいであります。今回もまた全力で行いますので、ひとつよろしく

お願い申し上げます。 

１ 未来への投資・多子世帯への軽減施策について 

 今回は大綱２項目を一般質問させていただきます。最初に未来への投資・多子世帯への軽

減施策について一般質問をさせていただきます。今、来年度予算に向けて本格的に編成に当

たっている時期かと思います。連日、新聞広告等を見ておりますと、求人募集の広告がいか

に多いか。本当に私は今、この南魚沼市で人材を必要としているかということがうかがわれ

るわけであります。少子化があらゆるところに影響を及ぼし始めないか。本当に少子化など

この南魚沼市の直面する課題というものを感じてまいりました。どう政策として展開してい

くのか。先を見据えた施策がいかに大事か。政治というのは、こうなければいけないのであ

ります。地方議員の１人として責任の重さを痛切に感じております。まさに人への投資、拡

充をしっかり取り組んでいかなければならないと感じる１人であります。 

経済協力開発機構このＯＥＣＤの主要 28 か国のデータに基づきますと、分析の結果として

こういうふうに言われております。各種政策の中でも子育て支援の効果が大きいと指摘、そ

う言っているわけであります。この子育て支援は、日本を救うとも力説しております。すな

わちこの南魚沼市を救うわけでありますので、どうこの南魚沼市が生き残れるか。将来に向

けた今、やらなければならない施策が、私は問われていると思っております。 

その理由というものを分析し、内容を見ますと、子育て支援が、なぜ日本を救うのか。そ

れはこうありました。労働生産性の低さ、そして子供の貧困、少子化といった、今、直面し

ている課題から救うと、こう述べられておりました。 
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具体的にはじゃあ、どういうことであるか。１点目に、大学学費の軽減、これに関しまし

ては私たちの地域は痛切に感じております。 

２番目に労働時間の短縮、女性が安心して働ける環境をつくる大切さであります。人手の

確保だけではなく、生産性の向上というものもやはりこれから視野に入れていかなければい

けないのであります。今議会でも子育てに関する条例が、労働案件が上程され、可決されま

した。 

そして、３番目として、保育幼児教育の拡充などが考えられるわけであります。そこでこ

の保育の関係で、これは私の所管する委員会なので、私はここでばんばんやりたいのであり

ます。ですけれども、ちょっと控えさせていただきたいと思っております。角度を絞った中

で、林市長にお伺いさせていただきたいと思っております。 

未来への投資へ。多子世帯への軽減施策の１つとして、私はせめて学校給食の第３子以降

の無償化の考えについてお伺いしたいのであります。育ちざかりの子どもが、家庭の事情に

関係なく十分な栄養がとれる環境を整えるためにも、学校給食の無償化は、私は今後、議論

を深めていかなければならないというふうに感じております。 

食は命をつなぐとも言われております。食のセーフティーネットとして、給食に注目せざ

るを得ません。実際、家庭の事情により自宅で十分な食事を与えられていない子供がいるか

と言われております。低所得世帯の子ともほど、朝食を取らない割合が高いとも言われてお

ります。野菜を食べる機会が少ないという、そういう調査も出ております。今回のここの傍

聴でも食協関係の指導員関係の皆さんも、毎回、見えていただいております。私は本当にそ

れほど、多分、担当部署の方は痛切に感じておられるかと思っております。 

そこで、３点お伺いさせていただきます。家庭環境による栄養格差の実態これはどのよう

な状況になっているのかお伺いいたします。 

２点目、次に学校給食の実態であります。我が市は残食はなく、みんな喜んで食べている

という報告もいただいておりますけれども、この実態と、そしてまた給食費の未払いの世帯

というのはどうなっているんだろうか。また、就学援助等の実態はどうなっているんだろう

かお伺いしたいものであります。 

次に３点目、私は一貫して議員になった当初から、幼児教育の無償化を訴えてまいりまし

た。できたら、保育料しかり、給食費しかりであります。しかし、現実を考えたときに、少

子化対策を本当に今、国は希望出生率を 1.8 という目標を立てております。しかし、南魚沼

市の現実をみたときに、そこの部分が、毎年、下降傾向にあるのであります。私はここのと

ころにやはりメスを入れなければいけない。みんなで考えていかなければいけない。そのよ

うに言っております。そのことは本当に私もひしひしと執行部の思いというものを感じてお

ります。 

ですけれども、例えばこの南魚沼市が子育て支援に対して、先行施策をやってきた、打ち

出してきた時期がありました。私は議員になっていて見ております。そのときは出生率も上

がっているんですよ、現実に。だけれども、していないとは言いませんけれども、一歩周り
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を見ているような段階というのは、実際、停滞しているんですよ。やはりここのこともきち

っと我々は見ていかなければいけない。私はそう思います。そういうことで、どうかひとつ

子育ての支援の先行投資という意味においても、私はこのことを考えていきたい。そういう

ふうに思っております。 

私はいま一度、せめても第３子以降の給食費を南魚沼市独自で先行実施してはどうかとい

うふうに考える次第であります。やはり、一番の部分は、財源の確保をはじめとして、いろ

いろ問題も多いことも承知しております。当市として実際にもし実施したならば、財源はど

のぐらい必要なのかお伺いするものであります。そして、学校給食の第３子以降の無償化の

考え方について、市長にお伺いさせていただきたいと思っております。 

２点目であります。児童の安心な居場所に、放課後子ども教室の今後の考え方についてお

伺いいたします。当市は現在、放課後子ども教室を栃窪小学校で実施しております。頑張っ

ていただいております。また、学童保育を見ますと、受け入れ学年を６年生まで拡充したこ

とにより、各学童クラブは待機者が出るような状況になってまいりました。来年からはさら

に保護者の間では不安が広まっている事実であります。 

であるからして、どう対策を講じるのかであります。私はいま一度、民間企業やＮＰＯ法

人などと協力をして、この放課後子ども教室を支援する事業ができないかと問うわけであり

ます。各地域協議会と連携をした中で、元気な高齢者に活躍していただき、幅広い世代の人

材を活用して、文科省と厚労省が連携をした、一体化となった子供の安心・安全な居場所づ

くり。子供を私たち地域から守るという体制づくりを、強く求める次第であります。市長の

見解をお伺いするものであります。 

以上、１点目、未来への投資・多子世帯への軽減施策について、角度を絞った中で壇上よ

りの質問とさせていただきます。 

○議   長  中沢一博君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

市長。 

○市   長  それでは、中沢一博議員の質問に答えてまいりたいと思います。 

１ 未来への投資・多子世帯への軽減施策について 

まずはこの多子世帯への軽減施策についてであります。１点目から順次、答えさせていた

だきます。第３子以降の学校給食無償化の考え方、まず、栄養格差の実態でありますが、学

校の養護教諭の皆さんに対するこの調査を行っておりまして、市内全 26 校中 11 校の教諭が

家庭環境による栄養格差を感じるというふうに回答をしています。また、栄養格差に該当す

る児童・生徒数は、調査の結果 26 校中、全ての中から 20 人というふうになっております。

全児童生徒数 4,510 人の 0.44％となっています。 

手元にある詳細にわたる調査、これは私どものほうで持っている資料ですけれども、感じ

ないといった学校もありましたが、先ほど言ったように 20 人がやはりそういう該当するだろ

うということが、学校現場から上がってきました。この中でやっぱり大きいのは経済的理由。

例えば給食時間に大変がっついて食べる子供がいるとか、それから、恐らく経済的理由から
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か痩せていて、身長の伸びがよくない子も見受けられるとか。そういうこともありますが、

逆に家庭事情が貧困ではないけれども、朝食の用意がされない。今、よく言われるネグレク

ト。育児放棄に昔は言葉は使っていましたが、今は幼児だけではなくて児童とか高齢者に至

るまで、そういう放棄、そういうことも見受けられているということが言われています。実

態はそういうところでございます。 

 ２番目の未払い世帯と就学援助などの関係ですが、まず、未払い世帯につきましては、平

成 28 年度からいきますが給食費の未納額です。これは 16 世帯 17 人分。兄弟もいると思いま

す。16 世帯 17 人分で、約 65 万円であります。また、平成 29 年度これは 11 月末現在の数字

を出しました。平成 29 年度 11 月末現在では、12 世帯 14 人、約 28 万円となっています。 

次に就学援助の給食費であります。就学援助世帯への給食費の支給。平成 26 年度から平成

28 年度の３か年の平均値でちょっと申し上げたいのですけれども、小学校費では約 1,450 万

円、支給対象の児童数は 294 人です。中学校費で申し上げますと、約 928 万円です。支給対

象生徒数は３か年でありますので 168 人。この総額を申し上げますと、約 2,378 万円であり

ます。人数は小中で 462 人ということであります。これは全児童生徒数の約 10％が該当する

という数字であります。大変重い数字かなと思っているところであります。 

３番目のご質問にありました、第３子以降の無償化を実施した場合の予算額を出してみま

した。義務教育の９年間で見ますと、該当する児童数これは支援学校の高等部を含んでおり

ますけれども、11 月末現在の児童生徒数 4,510 人、このうち第３子に当たる皆さんというの

は 260 人いらっしゃいます。率にして 5.76、約６％ということになるでしょうか。内訳は小

学校及び支援学校で 259 人、中学校では１人であります。この１年間の学校給食を算定した

場合でありますが、ちょっと細かくて申しわけありませんが、小学校から言います。平均年

額５万2,110円かかっています。年額５万2,110円掛ける先ほど言った259人そうしますと、

約 1,349 万円かかります。中学校では年額５万 9,850 円平均でかかっております。これ１人

でありますので、同じ５万 9,850 円。これは今現在の話でありますけれども、となりまして、

総額はもしその実施をした場合には 1,355 万 6,340 円という試算をしております。 

また、参考でありますが県内においては、第３子以降無償化の事例は今のところございま

せん。これらについてどう考えていくかということかと思っております。 

それから２つ目のご質問の児童の安心な居場所に、放課後子ども教室の今後の考え方であ

りますが、この放課後子ども教室につきましては、現在、議員がおっしゃった栃窪小学校に

通う児童を対象に、南魚沼市子ども自然教室運営委員会こういう設置が義務づけられている

のですけれども、これに委託をさせていただいて実施をしています。 

記憶にはあると思いますが、平成 25 年までは浦佐、赤石、五十沢――これは当時、西五十

沢を含んでおりますが――また、薮神、中之島、栃窪この６つの小学校でこれを実施してい

たわけでありますけれども、平成 26 年度からは学童クラブが各小学校などに整備をされまし

たことから、学童クラブのない栃窪小学校のみの実施となっている。これは議員、ご存じの

ことかと思います。 
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文部科学省は、放課後子どもプランを作成し、学習・体験活動の場としての放課後子ども

教室、これは文科省の管轄でありますけれども、これと生活の場としての学童クラブ、これ

は厚生労働省の管轄になりますが、これを一体的あるいは連携をさせて実施する総合的な放

課後対策を推進しております。この取り組みは、放課後の子供たちの育成環境の充実につな

がるものと考えておりますが、放課後子ども教室に係る施設の確保とか整備、それから人材

の確保これは大変課題になるものと考えております。 

また、学童クラブの今ある既存の施設内で、放課後子ども教室を一体的に取り組む場合は、

保育できる児童数の上限が変わらないということから、簡易な仕切りを設けて実施するにし

ても、それぞれの運営面の特徴が大変曖昧になるという恐れがあり、部屋が手狭に感じるな

どのマイナス要因というのも本当に考えられるところであります。 

なお、南魚沼市のことを申し上げます。平成 30 年度、来年度からは、学童クラブに係る事

務を現在の子育て支援課から学校教育課に移管をすることといたします。学童クラブの待機

者が、大変今、課題になっている。これは十分認識をし、そして皆さんもご存じのことと思

いますが、子供たちの成長を支えるために、よりよい放課後環境のあり方を、本気になって

検討していく、そういうところに今あると考えております。国の制度でありますけれども、

大変いろいろな問題があるということは、これまでの定例会等でも私もここから発言をさせ

ていただいておりますが、しかしながら、対応をしていかなければならない大変大きな課題

でありますので、鋭意努力をさせていただきたいと考えているところであります。 

○議   長  16 番・中沢一博君。 

○中沢一博君  １ 未来への投資・多子世帯への軽減施策について 

それでは、学校給食の第３子以降の無償化という部分でお伺いさせていただきました。今、

数字等をお聞かせいただきました。また、援護世帯、また、本当に実際、栄養の格差という

部分もお聞かせいただきました。本当に今、数字を知った中で、この数字を見たときに私は

ちょっとまだ調べてなかったのですが、正直言って思ったよりも少ないなという金額ですね。

学校給食費に第３子した場合の給食費は、正直なところ私はもう少しかかるのかなというふ

うな思いがありました。 

やはりこれから希望出生率、欲しい方の、大体皆さん一番の部分は、第３子がみんな欲し

がっているんです。だけれども、一番の希望はやはり経済というのが一番きているのが事実

であります。そこの後押しは、本当に微々たるものかもしれないけれども、行政としての後

押しという部分、私はそこを大事にしていきたいと思っているのであります。 

その中で、この少子高齢化社会にどうやって立ち向かうのかということで、今、2020 年に

向かいまして、政府もいよいよ、新聞等を見てもおわかりのとおり、検討し具体的に数字が、

形が見えてまいりました。社会保障の子育ての拡充についても、政策が閣議決定もされまし

た。教育などによる人づくりの革命、そしてまた生産性を産むという部分で、生産性革命、

この２本柱を今後の 2020 年に向かってやるというふうに打ち出しをしました。今までなかっ

た部分の、本当に裾野というかそういう部分で、私は大変いいことだと思っております。 
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内容を見ますと、例えば年収が 590 万円未満の世帯に対しては、私立高等学校の授業料の

実質無償化ということもうたっております。そして、全ての――ここが私たちのそこがまた

あれですけれども――全ての保育園とか幼稚園そして認定こども園の３歳から５歳児を無償

化にしようという検討もいよいよ始めました。これは 2018 年度の夏までに範囲をどうするの

か内容を具体的に決めると、そういうふうに出てまいりました。住民税非課税の人には、ゼ

ロ歳から２歳までは幼児教育を無償化にするということもきちっとうたいました。いよいよ

そういう面に関しては、国を挙げてこういう部分に取り組み始めているということも感じる

わけであります。 

じゃあ、なぜ私はこの無償化が議論されなければいけないのか。先ほど市長の答弁をお聞

きしておわかりのとおり、やはり子供の貧困なんですね。やはり子供の貧困差というか経済

という部分を考えたときに、じゃあ、どう行政として支援していかなければいけないのかと

いうことを感じるわけです。 

そして、私はこの給食費という部分で歴史を調べてみたところ、明治 22 年だそうでありま

す。多分、執行部の皆さんもご存じだと思うのですけれども、明治 22 年に山形県の鶴岡町の

私立の小学校で、貧困児童を対象に無料で学校給食を始めた。これがそうです。これが明治

22 年、ここから実は学校給食が始まったというふうに言われております。そのときのメニュ

ーは、おにぎりと塩サケと菜っ葉の漬物だったそうであります。本当にそういうところから

とにかく子供たちを救いたいという部分が始まったわけであります。 

そして、いよいよ例えば昭和 22 年ですか、全国の都市でようやく学校給食が始まって、昭

和 26 年から全国規模での小学校で学校給食が始まったというふうな歴史を感じるときに、や

はり、当市の給食費は、先ほどありましたように、今、小学校は月額 5,200 円であります。

１食分当たりにしますと 270 円であります。中学校では 6,000 円であります。１食当たりに

しますと 315 円であります。ちなみに全国平均では、月掛けが小学校で 4,301 円、中学校で

4,921 円というふうになっております。 

私はこの金額で栄養を養ってもらえているのは、本当に学校給食のありがたさを感じてお

ります。本当にすばらしいことだと思っています。だけれども、私は今、数字を見させても

らいましたけれども、やはり低所得者家族によってこの負担率が高くなっているというのも

事実であります。ただ、そこだけを救えといえばいいというものじゃないです。それはわか

ります。 

だけれども、私はこの金額、例えば小中学校を第３子以降にした場合、1,355 万 6,340 円

この財源が確保できれば、南魚沼市として本当に一歩先駆けた子供に対する施策ができると

いうふうに、お聞きさせていただきました。この数字に関しまして、市長、もう一度見解を

お聞かせいただきたいと思います。 

○議   長  市長。 

○市   長  １ 未来への投資・多子世帯への軽減施策について 

この給食の問題、先ほど山形県から始まったという話。私は子供のころからよく母から―
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―母は山育ちの大変まずしい家の生まれでありまして、よくみんなから昔は隠して弁当を食

べたという話を聞きますが、うちの母はほとんど弁当を持っていけなかったという家だった

ということで、よく子供のころからこの給食といいますか、このありがたみの話は、私は母

から、母の言葉によって感じて参ったところがあります。 

本当にやって差し上げたい。ただ、この金額的にはということでありますが、今さまざま

な形で、市役所もみずから稼ぎ出していろいろつくり出して、いろいろやっていこうという

話をしています。できないことではないのかもしれませんけれども、今現在ちょっとここで

はその発言を控えたいと思います。これはちょっとお約束は今の段階ではできませんが、や

って差し上げたいことは誰の心でも同じだと思います。 

ただ、この無償化ということだけがひとり歩きしているような気がしてなりません。これ

は例えば値引きということも含めて考えられるのではないかとか、さまざまなことだと思い

ます。無償化というと大変言葉はセンセーショナルで、大変うけやすいという、昨今のちょ

っと劇場的な感も私はしておりまして、私は公約の中で給食無償化には反対です、と言って

きました。子供にご飯を食べさせるのは親の務めだとも言ってきましたが、ある違う角度で

は、子供さんたちがたくさん、いっぱい増えてほしいという観点からは、さまざままた考え

方をしなければならないのかなという思いはしております。 

私もまだ庁内でこういう話をしたわけでは全くありません。私の気持ちの中ではそういう

ことも考えておりますが、ここで必ずこれを進めるということはちょっと発言は差し控えま

すので、ただ気持ちはいろいろなことを検討していかなければならないというふうには考え

ているところであります。 

○議   長  16 番・中沢一博君。 

○中沢一博君  １ 未来への投資・多子世帯への軽減施策について 

私は例えば今、フードバンクを利用した、食材の寄付をしたフードバンク、子ども食堂と

いうのが全国ですごく今、注目されております。それだけ先ほどの数字を見たときに、やは

り中には生活困窮者もいて、その部分では、今、私どもは生活援助、また生活保護というの

があるわけですから、そういう部分では私は手厚くなっていると思いますけれども、中には

私はその申請をきちっとしているか――こんなことを言ったらあれですけれども、やっぱり

なかなかしづらいというか、そういう風土もあるみたいで、それは学校で掌握されているか

どうか、私は難しい部分であると思います。 

そういう部分を知らない人がもしいたならば、なかなか難しい部分であるけれども、やは

り手厚くというか相談に乗ってあげるということも、私は大事になってくると思います。先

ほど市長から学校の弁当を隠してという、弁当のおかずを隠してという。私の時代もやっぱ

り、ちょうど小学校へ上がったとき、中学校は弁当をまだ持っていく時期でありました。私

も今、話を聞かせてもらって正直言って、ほかの周りの方の弁当のおかずがわかるわけです

から、全く隠して食べた。多分、ここにいる執行部の皆さんは、みんな豪華なおかずを見せ

びらかして食べた人が多いかと思いますけれども、私はどちらかというとこうして隠して食



 - 15 -

べたという部類の一人であります。本当に給食というのは大事でありますね。本当にそうい

うふうに感じます。 

例えば昔の昭和のイメージだと、やはり朝方、お母さんが割烹着を着て、トントン、トン

トンとするまな板の音それによって朝起きたという、そんな世界ははっきり言って今はもう

ないですね。今、子供さんを見ていますと、やっぱり親も忙しいわけですので、おにぎりと

かふりかけとかそういう方が多いのですよ、私が見ていて。それは一部かもしれない。その

実態を見たときに、本当に給食というものが大事になってくるなということを、私は感じて

おります。 

そんな面で、市長に関しては、これから今すぐ答弁は云々とおっしゃっておりますけれど

も、私は今の南魚沼市の平均所得を見たときに、年収 253 万 5,636 円であります。これは去

年でなくその前の年の部分であります。年収 253 万円ですかね、そういうふうに載っており

ました。ちょっとデータが間違っていたら済みません。そして、全国平均ランキングだと 1278

位だそうであります。そういう部分がデータを調べましたら載っておりました。この数字が

どうかというのは、私は云々しませんけれども、私はこれからそういう部分にもやはり着手

してこなければいけないのかなというふうに感じるわけであります。 

私はなぜこんなことを言うか。こんなことを言ったらあれですけれども、例えば私がずっ

と医療費の部分を、子供さんの医療費軽減をずっと我が市はどこよりも先行で、県下どこよ

りも先駆けてやってまいりました。今は今度は県がやるようになってまいりました。そして、

今現在、多分、南魚沼市は年間に 4,700 万円を交付金としていただくようになっていました。

これは我が市、南魚沼市としては、やらないときからその部分は投資してやっておりました。

その部分をじゃあ、医療費としてやるかといったらそうじゃない。そのとき私が問いかけた

ときに前市長は、これは子育て支援全体に関して使わせていただきます、という答弁をしま

した。私はそれでいいと思っています。 

来年度は知事はこれに 15％を上乗せしようというふうに言い始めています。そうしたとき

に、お金というものは色がないわけですから、どこに使うかわからないわけであります。こ

んなことを言っては申しわけないのですけれども。やはり子育てに対してお金を使ってもら

いたいのであります。そういう面で私は一つの提言としてこういうことを言っているのであ

ります。私は例えば来年度、子供の医療費の控除が拡充していけばいいですよ。そういうふ

うな段階がくる。でも、そうじゃなかったならば、じゃあ、そのお金はどこに使ったんです

かって私たちは思うわけであります。 

子育て全般にしたってこういうところに使いましたと提示してもらわなければ、我々はそ

れはやっぱり皆さんとの監視をしていかなければいけないわけですから、そこのところを大

事にしていかなければいけないのであります。私はもう一度市長に、本当に今すぐはできな

いかもしれないけれども――私は先日、孫の保育園の生活発表会に行ってまいりました。一

生懸命、手話で最後に歌を歌っておりました。その題名は「ふるさと」でありました。そし

て最後になんて言ったか。本当に私はいじらしく感じました。「大好き南魚沼市」と言って
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終わったんであります。大好き南魚沼市。私は胸が熱いものを感じました。やっぱり子供さ

んたちにこういう思いを、私たちは責任として、どんどん、一歩一歩進めていかなければい

けない。進めております。おりますけれども、そういう角度でもう一度、市長の決意をお伺

いさせていただきたいと思います。 

○議   長  市長。 

○市   長  １ 未来への投資・多子世帯への軽減施策について 

決意というのは、必ず子育てのそういう環境の充実というのは、私は非常に大きなテーマ

の１つだと思ってずっといつも話をさせていただいております。ただ、個別的にこれをどう

するということは、ちょっと今回の質問の趣旨に合わないというふうに思っていますし、先

ほどから申し上げているとおり、この学校給食無償化等云々については、ここではこういう

方針ですということは、まだそこの段階には至っておりませんのでよろしくお願いしたいと

思っております。 

先ほどちょっとだけひっかかるのは、南魚沼市の所得の二百数十万円――ちょっと数字が、

ごめんなさい――ですが、これは実はやっぱりいろいろなほんのちょこっとしたアルバイト

の皆さんの数字とかも全部入れて割ったというところがあって、あんまりその何ていうんで

すか、信憑性がないと言っているのじゃないのですが、どうも数字がこれは低いのだ、低い

のだというところへ位置づけたいがために何か言っている方も――議員のことを言っている

んじゃないのですけれども、よくそういう論調が聞こえることがあって、それは慎重にその

数字を扱ってくださいね、という気がしておりますので、ちょっとあえてここで申し上げた

いと思います。 

 それから、先ほどの給食費の助成の制度を、言いにくいという空気があるかどうかという

ことについては、ちょっとその部分のところにつきましては、教育分野に係るところになり

ますので、教育部課長のほうから答えてもらいますのでよろしくお願いします。 

○議   長  学校教育課長。 

○学校教育課長  １ 未来への投資・多子世帯への軽減施策について 

一番子供のことをわかっているのは学校です。それで担任です。私たちは学校からの話で

ないとよくわからないことが正直あります。担任の先生は、やっぱり保護者会だとか、あと

それから面談、それで例えば給食費が未納であればわかるわけですので、必ず面談のときに

そこら辺の本当に困っていることとかは、直接、保護者の方とお話をして、それでいろいろ

なこういう手続がある、もしくは児童手当からの引き落としもあるとか、いろいろな方法で

必ず相談に乗るはずです。それにのっとったのが教育委員会のほうに来ますので、周知不足

とかそういうことは私はないと思っております。以上です。 

○議   長  中沢一博君。 

○中沢一博君  １ 未来への投資・多子世帯への軽減施策について 

年収に関しては総務省のネットの部分で見させていただきましたので、おおざっぱ云々と

かそういうものは全くなく、そういう部分の平均的な部分でということで載っていました。
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その部分をちょっとさせていただきましたので、深い意味は特にございませんので了承いた

だきたいと思っています。 

申請に関しては了解しました。そういう思いでぜひ、お一人お一人の相談に乗っていただ

きながら、なかなか自分からは言いづらい部分もあるわけでありますので、ぜひ、本当に親

身に相談に乗っていただきたいと思っております。子育て世代の移住定住につながる、効果

があると思って、私は提言をさせていただきました。ぜひ、議論をしていただき、今度は子

育て支援課が学校教育課のほうへ移るということでありますから、何が変わったのか、やは

り市民から見えるような形に私はしていかなければいけないというふうに思っておりますの

で、ぜひよろしくお願いしたいと思っています。 

２点目の児童の安心な居場所の放課後子ども教室について、お伺いさせていただきたいと

思っています。これは今おっしゃるとおり、本当に施設の整備と人材確保ということでお伺

いさせていただきました。今、私が心配するのは、やっぱり学童クラブが今、待機者が 53

名いるかと思います。これからまた増えてくる可能性は大ですよね。そうしたときに、じゃ

あ受け皿をどうしていくのかということなんです。それで、先ほど言ったように、学校教育

課と一緒になるということは、多分その連携をしたいということでそういう組織づくりをさ

れたというふうに私は期待をしておりますので、ぜひ、そういう部分をひとつ進めていって

いただきたい。また、地域の子供たちのためですから進めていっていただきたいと思います

ので、これに関してはそれでよろしくお願いしたいと思っています。 

２ 急増するカードローンの実態について 

じゃあ、大項目２点目であります。急増するカードローンの実態についてお伺いいたしま

す。消費者個人に無担保で資金を貸しつける銀行カードローンの利用者が急拡大し、自己破

産が増加しているという指摘もされております。私はこのキャッシュカードと同様に、ＡＴ

Ｍから引き出せる、借りられるカードローンについてであります。これはご承知のとおり担

保が要らない。また、使途に制約が全くないという、気軽に借りられるという部分で、本当

に緊急のそのときに関しては私はいいことだと、助かっている方もいっぱいいるかと思いま

すけれど、やはり年率が 10％を超える金利が設定されているんですね。 

そして、その貸付残高も今どんどん、どんどん上がっております。５年間で７割も拡大し

ているというふうに聞いております。当時の消費者金融のときに、非常に金利が高くて多重

債務が出たのは我々は忘れられないのです。いっぱい市民から相談を受けているわけであり

ます。社会問題になりました。本当に私はこの楽だけれども過剰な貸しつけというものに関

して、そのときの消費者金融は総量規制というのが導入されてから、17 兆円ががんとおって、

テレビで毎年、弁護士がああいうことをやっております。それに関してはいいのです。だけ

れども今、私が見ていてすごく心配しているのは、それにかわる、まさに免許がある金融機

関の銀行が、ローンをどんどん、どんどんテレビでもやっているんですよ。電話１本で気軽

にできる。それは確かにいいことだけれども、すごく私はそれ心配しているんです。 

私は前の様にならないのか。また、金融破綻にならないのか。私はすごくそこのところは、
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素人なりにも心配しているんです。その実態というものを、なかなかこれは個人の部分があ

りますから難しいかもしれないけれども、じゃあ、行政としてどのようにつかんでいるのか

お伺いしたいのであります。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 急増するカードローンの実態について 

中沢議員の２つ目のこの急増するカードローンの実態であります。市内での銀行カードロ

ーンの利用者数、または自己破産の申立件数等については、これは残念ながら把握はできま

せん。しかし、貸金業法の改正によりまして、利用者の年収の３分の１までしか貸せないと

する、先ほど議員がおっしゃった総量規制が導入された平成 22 年以降は、カードローンの残

高が急速に増加をしている。ご指摘のとおりであります。日本銀行統計によりますと、平成

22 年度 3.2 兆円であった残高は、昨年の平成 28 年度には 5.4 兆円にまで達しているという

ことであります。 

 一方、自己破産申立件数につきましては、平成 18 年１月に最高裁での借金の借主のほうに

有利な判決が出て以来、過払い請求が身近なものとなり――先ほどもお話がありました、今、

コマーシャルまでどんどんやっておりますけれども――債務者の救済が活発になったことや、

総量規制が導入されたことによりまして、貸金業者に起因する破産件数は減少しております。 

司法統計によると、平成22年度に年間約12万件あったものが、平成28年度には６万4,000

件と半減をしているということだと思うんです。しかし、平成 27 年度と比較をしますと約

5,000 人増加してきて、総量規制に縛られない銀行カードローン利用者の自己破産が増加し

ているのではないかと、やはり言われております。実態はちょっとわかりません。 

市の消費生活センターに寄せられました、先ほどの多重債務に関する相談は、平成 22 年度

に 55 件ありました。これが翌 23 年には先ほどの経過の中でですね、16 件に大幅減少し、そ

の後、増減しながらでありますけれども、平成 27、28 年度は各７件へと激減をしています。 

では、国民生活センターに寄せられた多重債務に関する相談件数も、データベースが整備

された平成 24 年度が３万 8,677 件、その後毎年減少をして平成 28 年には２万 6,000 強とな

っておりまして、ほぼうちの市と同じ変化と傾向になっていると考えております。 

市の相談件数の推移からは、銀行カードローンに起因する自己破産の実態は明確にはでき

ませんけれども、今後も対重債務に関する相談が予想されるという状況にある。議員の指摘

のとおりだと思います。速やかに相談に対処できますように、消費生活センターの充実を図

るとともに、これは弁護士による法律相談等も開設しておりますので、身近に相談できる場

所があるということを市民の皆さんに知っていただくため、引き続き消費生活センターの周

知に、市として力をもって努めてまいりたいというところでございます。 

○議   長  中沢一博君。 

○中沢一博君  ２ 急増するカードローンの実態について 

本当に私はやっぱり今、隠れている危なさを素人なりに感じるわけであります。今、若い

方たちは、本当に抵抗感がなく、すぐそういうものをされます。計画性があってやれば全然
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問題がないのですけれども、なかなか返済ができない。自分の年収よりもどんどん借りてき

ている、そういう実態も聞いております。ですから、私は心配するのは、やっぱり我々は人

間というのは信用であります。一度そういう銀行のブラックリストに載っちゃうと、なかな

か難しいのであります。 

本当にその方が将来に向かっていろいろ事業をやりたい、新しくしてもどうしてもハード

ルがこう入ってくるのであります。ですから、私はそこを本当に何とか、私どもがなかなか

できる部分とできない部分があるわけですけれども、私はもっと金融庁から監視をしてもら

いたいと私は思っております。ちょっと甘すぎるんじゃないか。愛のむちも打たなければい

けない。これは困るときは困るかもしれないけれども、そうやって簡単さが身を滅ぼすよう

なことのないように、私は本当に市民の一人というか、本当に市民を守りたい、そんな思い

で今回、質問をさせていただきました。ぜひ行政もこの相談窓口があるわけでありますので、

一生懸命そういう部分をひとつ広報しながら、一人でもそういう人が出ないように頑張って

いただきたいと思います。以上で終わります。 

○議   長  以上で中沢一博君の一般質問を終わります。 

○議   長  質問の途中でありますが、休憩といたします。休憩後の再開は 11 時５分と

いたします。 

〔午前 10 時 49 分〕 

○議   長  休憩を閉じ、一般質問を続行します。 

〔午前 11 時 05 分〕 

○議   長  質問順位３番、議席番号２番・梅沢道男君。 

○梅沢道男君  どうも、おはようございます。傍聴の皆様、朝からご苦労さまです。新人

議員の梅沢でございます。４人の新人の中でのトップバッターということで、少々緊張して

いますけれども、よろしくお願いをしたいと思います。今回、初めての一般質問は大項目３

点についてお伺いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

１ 医療再編の完結に向けた取組と市立病院群への対応について 

 まず、大項目１点でございます。医療再編の完結に向けた取り組みと市立病院群への対応

についてでございます。日本でも初めてといわれました魚沼地域の医療再編、これは平成 27

年６月１日の基幹病院、それから魚沼市立小出病院の開院、さらには 11 月１日の南魚沼市民

病院の開院により、ハード面では一応の完結をみたところでございます。しかし、その中核

をなす魚沼基幹病院では、いまだに３つの病棟を立ち上げることができず、昨年に引き続き

11 月に立ち上げを予定していました、冬期間の整形外科を中心とした 20 床の病棟の立ち上

げも断念せざるを得ないという、今、状況にございます。 

このような状況の中において、市立病院群が事実上この地域の核となって地域医療を力強

く支え続ける、このことが非常に重要となっていますが、市立病院群においても同じように

人員不足は大きな課題となっています。これまでは市立病院群の再編と、南魚沼市民病院の

立ち上げ、さらにはその後の診療体制の早期安定、この大きな目標が具体的に目の前にあり
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まして、これに向かって全職員が一丸となって取り組みを進めてきました。しかし、市民病

院の開院から２年を経過して、慢性的な人員不足という状況の中、医師及び職員、さらには

職員全体の３分の１を占める臨時職員の皆さんのモチベーションを今後も維持し続けていく

ことは、極めて困難な課題であるといえます。今後とも市立病院群が継続してこの地域の医

療を支えていくためには、この職員の皆さんのモチベーションの維持が極めて重要な課題と

なってきています。 

魚沼地域の医療再編をその完結までしっかりと支えていくためにも、市長としての市立病

院群の重要性に対する認識、それから財政面も含め、しっかりと支えていくという姿勢、こ

れを明確に示すことが必要であるかと思いますが、市長の現在の認識と今後の病院事業への

対応について、まずお伺いをしたいと思います。壇上からの質問は以上とさせていただきま

す。 

○議   長  梅沢道男君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

市長。 

○市   長  それでは、梅沢議員の質問に答えてまいりたいと思います。新人といいま

しても新人には見えない大物の新人でありまして、特にこの医療のことにつきましては、本

当についこの間まで執行部側として携わってこられたということで、私の答弁にもそれを越

えられるのかなというところもありますけれども、一生懸命これは私の今の思いを語りたい

とおもいますのでよろしくお願いします。 

１ 医療再編の完結に向けた取組と市立病院群への対応について 

医療再編につきましては、先ほど議員がおっしゃったように体制面においては一応の完了

をみたと考えられるのではないかと思います。しかし、これはあくなき挑戦でありまして、

決して完了ということは最後まで成り立たないのであろうと私は思っているところでありま

すが、一応の完了の形はとれたということであります。 

しかし、先ほどご指摘のような魚沼基幹病院が全面稼働していないという現状においては、

繰り返しになりますが道半ばであるという状況だと思っておりまして、今後も県などに対し

まして要望を重ねてまいりたいと思います。私も基幹病院のほうの機構のほうにも理事とし

て出させていただいているわけでありますし、さまざまな角度でこれに対応してまいりたい

と考えているところであります。 

市立病院群のことであります。基幹病院が全面稼働をしていないという状況の中で、懸命

に地域住民の医療を支えている。これはまさにそのとおりでありまして、市としてもそれは

自負しているところであります。医療再編後は患者数が増加をしております。大和病院では

地域包括ケア病床の導入や、先般行われました５床の増床なども行ってきているところであ

ります。また、市民病院では常勤医師や医療スタッフの補充を行うなど、医療ニーズに対応

する体制整備に本当に努めてきたところであります。 

ご指摘の看護師の確保の問題もあります。就学資金や学校訪問などの地道なこういう活動

によりまして、徐々に採用者が増えてきているところはご存じのとおりでありますが、いま



 - 21 -

だ十分でありません。今後も就業環境の改善を図りながら募集を、当然でありますが、継続

をしてまいりたいと思っております。 

医師の確保についても同様であります。現在、宮永管理者を中心に関連医療機関とのさら

なる連携強化を進めているところであります。私も市長に就任後、医師派遣先の教授――先

生方ですね――が見えられたときには、来市をして診療に当たるというような場合とかも含

めてでありますがこの際には、大変忙しいスケジュールを与えてもらっている身であります

けれども、必ずそれをやりくりさせていただいて、可能な限りこれはご挨拶ひとつだけでも

結構なので、ぜひその時間を割いてほしいということで、先生方の診療の合間を縫って私も

伺ってご挨拶をさせていただいたり、また、出張等で上京する機会というのも、非常に大変、

私の場合はあるのですけれども、この際にも派遣もとの病院を訪れさせていただくなど、関

係を密にしているつもりであります。 

この努力を私みずからが図ることによりまして、特に病院関係者、これは職員も含めて関

係者にこういうことをやっていきますということを、最初から表明させてもらいました。ま

ずはみずからのそういう姿勢を示すことで、医師の先生方、そして職員の、先ほど議員が触

れられたモチベーションこれらへの影響にも、私は少なからず支えになることになると思っ

ておりまして、今そういう姿勢で取り組ませていただいております。 

先般、10 月には自治医科大学附属さいたま医療センターで開催されました交流会にも、私

も初めて参加をさせていただいて、センター長、百村先生ですね、センター長や若いお医者

さんたち、この皆さんに南魚沼市のすばらしさもお伝えをさせていただいたりしてまいりま

した。引き続き、市を挙げた医師確保対策を進めてまいりたいと思っておりますが、私の中

では今までどおりのやり方以上の視点を持って、この医師確保に進まなければならない時期

にきているのではないか。そのことはまだここで考えを軽々には言えませんけれども、さま

ざまな角度からこの医師確保、看護師確保の問題は、単に新しい人手を増やすだけではない、

いろいろなやり方があるだろうということを、今、ちょっとずつ気がつき始めておりまして、

これらに対応してまいりたいと思っているところであります。 

市立病院群、自治体病院の宿命としまして、へき地医療、また不採算部門、これは決して

収支だけで考えられないそういう宿命を帯びているわけでありまして、これを担っているも

のと考えております。財政面ではこれはもう、皆さんご存じのとおり大変厳しい状況であり

ますけれども、この地域になくてはならないものでありまして、今後も必要な対応を行って

まいりたい。それが私の決意であります。よろしくお願いします。 

○議   長  梅沢道男君。 

○梅沢道男君  １ 医療再編の完結に向けた取組と市立病院群への対応について 

ありがとうございました。職員の確保といいますか医療再編については、地域全体で１つ

の病院というコンセプトで進めてきたわけです。平成 30 年度には予定では基幹病院もフルオ

ープンをして、いよいよ地域で１つの病院という体制が本格的にスタートをするという予定

だったわけですけれども、先ほど申し上げましたように去年、立ち上げた冬季の 20 床もこと
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しは立ち上げられない。来年度は平成 29 年度よりもさらにまた基幹病院では体制が厳しくな

るという今、状況でございます。そういう中で、本当に市民病院、市立病院群が、２つがあ

る意味、この地域の医療の機関として頑張ってそれまでの間を支えていく、これが必要にな

ってくると思うのですけれども、職員もそういう意味では、当初の計画とこの再編を進めて

いく中では、高いモチベーションでここまできたわけですが、なかなかこれが基幹病院がめ

どが立たない中で、ずっと頑張らなければいけない。これはその中で職員のモチベーション

を維持していくというのは、本当に大変なことになろうかと思います。 

そういう意味では、今ほどお話がございましたような、市長の決意も含めて、それから３

月議会では予算も提示になろうかと思いますけれども、予算措置等も含めて、ぜひ職員にも、

見える形で市長の決意が伝わるような、そういったことで、また市としても力強くバックア

ップをしていただければと思います。その辺についてはまた３月議会の予算等も見せていた

だく中で、質問のほうもお願いをしたいというふうに思います。 

２ 原発政策について 

 続いて大項目の２番でございます。原発問題ということでお願いをしたいと思います。原

発政策に対する市長のお考えについてちょっとお伺いをしたいというふうに思っています。 

 現在、国が進める原子力政策については、核燃料サイクルの確立もままならない、そうい

う状況の中で、既に使用済み核燃料も管理量の限界に達しようとしている。また、地元紙が

先般の衆議院選挙新潟５区の投票所で行ったアンケートについても、原発については反対、

どちらかといえば反対、いわゆる投票者の７割に上る人が原発には反対、再稼働は反対だと

いうことで回答しています。この部分については恐らく南魚沼市についても同じような考え

があろうかと思います。それでまず１点お伺いをしたいと思います。 

市長は１年前、市長選に挑まれたときに、公開討論会のときに、個人の考えは別としても、

市長としては現状では再稼働は認めることができないというようにおっしゃったかというふ

うに記憶をしております。それから１年、ちょうどたちまして、今現在の市長のお考えが個

人としての考えと市長としての考え、そこに若干でも乖離があるのかどうなのか。また、な

いのかどうなのか。その部分について、原発再稼働について市長のお考えをちょっと伺いた

いと思います。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 原発政策について 

最初だけ登壇します。梅沢議員の２つ目の原発政策に対する私の考えということでありま

す。就任以降、今ほど選挙期間中の、市民会館で行われた政策討論会、そこでのことを言わ

れておりましたが、それも含めてその後、就任してからもこの席上から再三申し上げており

ますが、市民の生命と財産が守られない限り、原発の再稼働は認められないという私の考え

に変わりはありません。これは個人としても、市長としてもこの考えに変わりはありません。 

 原発が立地をしている、あるいは避難が必要な区域に立地をしているなど、基礎自治体の

立場によってそれぞれの考え方やそういう感情、思いがあると思います。しかしながら、福
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島の原発事故によっていまだにもとどおりの生活ができない方々があれだけ大勢いることを

考えれば、市民の生命と財産が守れるという確信がない限り、原発の再稼働は市長として認

められるものではないと考えております。 

具体的には先の９月議会でも答弁しているのですけれども、県の検証委員会等による検証

の経過を見守っていきたいというふうに考えております。 

○議   長  ２番・梅沢道男君。 

○梅沢道男君  ２ 原発政策について 

今ほどのお考えはお伺いしました。市民の命・財産、これを守ることがきちっと確保でき

ない限りは反対だということですけれども、最後はそれと一緒に県の検証を待つということ

ですが、市として、市長としてどうなのか。県の検証で、ある意味、県に丸投げで県がいい

と言えば、大丈夫だと言えばやるし、そうでなければ反対だと、こういうことでしょうか。 

 それともう一つは、今、盛んに北朝鮮の……。はい、それについて、県の検証という部分

で、逆に市が市長としてその辺どう思って判断をして対応するというお考えがないのかどう

なのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 原発政策について 

これも梅沢議員がまだ議員になられる前の議会でも、この話はよくあります。市長として

検証があったからそれからどうするかということは聞きたいところでしょうけれども、私と

してはその辺も判断材料にして、やっぱり考えなければいけない。しかし、その現状は認め

ないということを言っているわけですので、その後どういうふうになるかというのは、その

出してくる回答も当然そうでしょうし、その後やはりきちんと決めていかなければならない

と思います。しかし、これは生命と財産を守るという視点から、大変高いハードルだと思っ

ておりまして、早々に稼働が再開されるとは私は考えておりません。 

○議   長  梅沢道男君。 

○梅沢道男君  ２ 原発政策について 

じゃあ、今のお考えをベースに、次の小項目に移りたいと思います。市長は今ほどもお話

がございましたように、市民の生命・財産を守ることは市長として最も重要な努めだという

認識を、再三、お話しされています。また、先の議会の中では冬期間の季節風の時期などに

は、事故が起こると大変なことになるという認識も示されています。 

当市では、今、南魚沼市の地域防災計画この原子力災害対策編ということで、一応防災計

画を定めていますけれども、市長が先の議会でも示されたその季節風等も含めた中で、防災

計画の原子力編で十分な対応が可能だというふうに、今、お考えでいるのかどうなのか、そ

の辺。そして、その部分についてなかなか十分でないということになれば、再稼働阻止、そ

れから原発の廃炉、これらも当市にとっても極めて重要な課題になってくるというふうに考

えますけれども、その辺について市長の考えをお伺いしたいと思います。 

○議   長  市長。 
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○市   長  ２ 原発政策について 

市の原子力――ちょっと長い回答になります。そんなに簡単に答えられませんから。大き

なテーマがここにありますので――原子力災害対策ですけれども、国が示しているその原子

力災害対策指針、これが基本になっています。市のほうのですね。新潟県地域防災計画これ

には原子力災害対策編というのがあり、及び私どもの市の地域防災計画の中にも原子力災害

対策編というのがつくられています。これは先ほど申し上げたように、国が示している原子

力災害対策指針、その指針に沿っているものであります。 

 この指針の中の話をちょっとします。何度もここでもうやっているので、お読みになって

いるとは思うのですが、ＰＡＺですね、これは原子力発電所から５キロ圏内。そしてＵＰＺ

ですね、これが５キロから 30 キロ。この中に、うちの後山と辻又の一部が入ってまいります

……（何事か叫ぶ者あり）大変失礼しました。入っていない。ＵＰＺ以遠この 30 キロ以遠の

区域の３地区に分け、それぞれの対策を示しているということであります。 

しかしながら、ＰＡＺ及びＵＰＺの対策が中心であって、当市が位置するＵＰＺ以遠の対

策は十分とは言えず、また地域特性も具体的には加味をされていないという状況であります。

このために現在、新潟県と県内全市町村による避難や防護対策の具体的な検討を今、進めて

いるということでありまして、冬期間の気候を加味した対策もその１つとして含まれている

ということであります。 

 この原発事故が冬期間に起きた場合、季節風の影響によってプルームですね。放射性物質

を含んだ空気の一団のことでありますが、プルームが飛来する可能性も、なかなかこちらに

はなくて大変言葉が悪いのですけれども、長岡方面という話もありますが、こちらに来るこ

とも当然、考えられるわけでありまして、当市の地域防災計画では、冬期間の対応に特化し

た部分は今のところありませんが、このプルーム拡散状況により、屋内退避あるいは避難と

いう防護対策を計画に基づいていこうと、今、考えているところでございます。進めている

ところであります。 

 災害対策には、先ほどご質問がありましたが、ここまでやれば大丈夫だという上限があり

ません。今後も国の動向や県内での検討の結果を踏まえ、より実務的な計画に修正しながら

対応を図っていく必要があると考えております。 

廃炉とかいろいろなことを議員はおっしゃいますが、この発電所をじゃ廃止すれば対策を

する必要がなくなるという考え、こういう部分もありますが、私にとって立場上、その辺は

あまりなんていうのですかね、私の市長という立ち位置からの議論とは、あまり合わないと

いうふうに私は考えています。なぜかと言いますと防災上の観点からは、新潟県内に原子力

発電所が既に存在するという、今ある現実を踏まえて、原子力災害が発生した場合の対策や

計画を、市として、市長職としてこれを推し進める必要がまず第一だというふうに考えてお

りまして、原発の廃止だとか廃炉だとか、いやそうではないとか、そういうことではなくて、

私は現状に対処するリアリズムをもった対応こそが、市長に求められる問題だと思っていま

す。そういう意味で、生命・財産を守っていくという観点でありますので、なかなかこの議
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論は、原発問題に対するあり方をどう思われているかでありますが、私はちょっと、私とは

なかなか意見に相違があるのかなという思いをもって今、伺っています。 

○議   長  梅沢道男君。 

○梅沢道男君  ２ 原発政策について 

第一義的に国が進める政策、それから避難計画、これら指針に基づいて国県の指針に基づ

いて避難計画を制定しながら対応していく。これは第一義的というのは理解をいたします。

そういう中で、ただ、今言ったような状況、そして例えば避難であれば、降雪時にそういう

意味では要介護者も含めてこういう施設もある中で、福島のような全員避難というようなこ

ともあるわけですから、これが避難計画で担保できるのかということになれば、これはそれ

がいい悪いということではなくて、現実の問題としては現実的ではないだろうというふうに

思っています。 

仮に避難をしたとしても、福島の状況を見れば、もう二度とそこに帰ってこられないよう

な状況になるわけですから、これは市長のおっしゃる生命・財産これを守っていくんだとい

う立場からすれば、現状にまずリアリティをもって対応をするということはもちろんですけ

れども、そこから市民の命・財産を守るという観点からすれば、やっぱり一歩踏み込む必要

があるんだろうというふうに思います。 

これに正直言いまして、今の北朝鮮問題が、また新たに浮上してきているわけですから、

そういう意味では安倍首相が所信表明でも、戦後最も厳しい安全保障が、環境が厳しい状況

だということもうたっていますし、政府も韓国内の法人の退避計画の策定、これも方針とし

て定めたという状況があります。また、先の福島の事故で県内はどうだったかということに

なると、県の土壌調査でも、県内５か所の調査をすれば、南魚沼市が一番残留が高いという

状況にもあるわけです。そういう意味では一歩踏み出した、現状対応だけでなくそういう対

応も必要なんじゃないかというふうなことも考えますが、市長のお考えを伺いたいと思いま

す。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 原発政策について 

先ほどの私の２番目のほうの質問にご理解をいただいてありがたいと思っています。私の

そのリアリズムをもった対応の中では、まず１点目は避難を受け入れる側に今、私どもは指

定をされているわけでありますが、これがまず１点。そのことをきちんと想定しながらやっ

ていく。先の水害における防災訓練、机上の訓練をやったわけですが、ああいうものに匹敵

をさせるような、こういう避難者を受け入れるという机上の訓練等も、これから市としては

独自にやっていかなければならないなということは、防災担当の皆さんとも話を始めました。 

 もう一方で、我々が避難をしなければならないというリアリズムもありますので、これに

ついては、今、災害協定を結んでいる、例えばさいたまにある我々との友好市の皆さんと、

この辺のところも含めて話をさせていただく。そういった相互の関係がこれはあるわけです

けれども、我々の市民を避難させるということも、これは決して上からまだそういうことを
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示されているわけではありませんけれども、市としては独自にそういうことも、今、進めよ

うとしているところであります。 

 ２つ目の生命・財産を守るという観点は、市長としてこれは至極当然なことで本当はあり

ます。水害からも災害からも全てそうでありますが、一方で国がといいますか、国の富その

ものが滅びてしまって、市民の生命・財産も守れません。ある１つのことだけの事象をもっ

て生命・財産を守るということは、非常に言いやすいし、例えば選挙では争点にもなります

が、私の思いの中では全て、総じて、平和に世の中が回り、経済が回り、そして生命・財産

を守られるという尺度もありますので、ただ単に一点だけを見て考えているつもりはありま

せんので、あまり拡大の解釈はしていただきたくないなという思いがあります。 

○議   長  梅沢道男君。 

○梅沢道男君  ２ 原発政策について 

あまりこの議論について深く申し上げるつもりはございませんけれども、ほかの災害と比

べてやっぱり放射能問題というのは、もう取り返しがつかないという部分もございますので、

ぜひまたご検討をお願いしたいと思います。 

 では次、小項目の３番に移りたいと思います。先の３月議会で市長は、東電についてその

体質を疑わざるを得ないということでご答弁をなされていますが、10 月４日に原子力規制委

員会から再稼働に向けた審査で、事実上の合格が出されたということがございます。これら

を受けて、今、市長がお考えの東電の体質に対する考え等に、もし、変化等がございました

らちょっとお聞きをしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 原発政策について 

人間というか、人の性格もそうですけれども、企業の体質というのもそう一朝一夕に変わ

るということは、私はないのではないかと思っています。最近でも柏崎刈羽原発の防火壁に

穴が見つかった。これは６号機、７号機にも 17 か所、存在しているということでありました。

新規制基準には抵触しないというふうに言っておりますけれども、しかし、建築基準法には

抵触している。変な言い方をして申しわけありません。 

例えばこういう、例えばですよ、こういうことから見ても、原子力規制委員会の審査で、

柏崎刈羽原発６号、７号機これに合格が出たからといって、なかなか大変大きな事故を残し

てきたわけでありますから、そういう不信感がすぐに消えるということはないと思います。

しかし、先々月でしょうか、私は原発のほうに、これは県の市長会で呼ばれまして、多分、

人がなかなか入れない、かなりの部分までご案内をいただいて見てまいりました。そして、

やっぱり一番は、事故を踏まえた上の安全対策に、ベントの問題とかさまざまなところに、

どういうふうに配慮をして今やっている、その東京電力さんの苦しみも含めて、今のそれも

含めて、いろいろ説明を受け、本当に努力もされているなということも、片方では見ており

ます。 

現状の、現在の東京電力さんのコメントにもあるとおりでありますが、原子力の安全性の
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向上の努力に、これは終わりがないと思います。さらなる安全性の確認を怠ることなく続け

て、信頼を回復していく必要もあると思っております。そういう意味では、体質を疑わざる

を得ないということは、前段に申し上げた部分がありますが、ただ、さりとてそこでその見

方だけを私は思っているわけではなくて、今の努力についても、なるほどと思うところも出

てきてもいるということをご理解いただきたいと思います。そうやって技術とかそういった

ものは、歴史上もそうでありますが、進んでいくものだと私は解しているところで、ただ、

今の、現状ではまだまだですよということだと思います。 

○議   長  梅沢道男君。 

○梅沢道男君  ２ 原発政策について 

ありがとうございました。技術等については、そういった繰り返しの中でやっぱり進歩し

ていく、これはそのとおりだと思います。原発については、核燃料サイクルもまだ確立をさ

れていない。そういう意味では、事故が起こったときの対策も不十分。そういう中では、技

術向上という部分では、民生ではなくてしょせんは研究室の中のまだ技術なのだろうという

ふうに私は考えていますが。 

市長の今の部分、例えば６月の地元紙の、今の東電の社長、小早川社長のインタビューの

中で、実は、現状はあらゆる部門が縦割り、閉鎖性、責任不明確という課題を抱えている。

具体策としてはうそをつかない、ごまかさないということを社員全員に浸透させる必要があ

る。これは今の社長の６月のインタビューの答弁でございます。 

日本を代表する企業ですので、従業員は４万 2,000 人を超えると。この企業が１年もたた

ずに職員の意識といいますか、体質が変わるなんていうことは、私も到底考えられませんが、

その部分については市長のお考えも、今、お伺いをいたしましたので、次に小項目４に移り

たいと思います。 

 ９月 24 日、これも地元紙への掲載でございますが、核のごみ受け入れに対する県内の首長

アンケート、これの内容が地元紙に載っていました。その中で、交付金の魅力という項目に

対して、県内で唯一、南魚沼市だけがとても魅力的だというふうに回答をしていまして、正

直、新聞を見たとき、えっ、ていう感情を私自身は受けました。もちろん、この交付金は、

それぞれの調査等は受け入れられませんよという前段のアンケートへの回答もあるのですけ

れども、交付金自体が処分地選定ですとか、文献調査、それから概要調査、これらの調査を

限定とした交付金になるわけで、これに大変魅力的だと。それも県内で唯一、南魚沼市だけ

がそういった回答をしている。よその市長さんのお話ですと、安全とお金はセットではない

はずなのに、お金で釣ろうとしているように映るということで、交付金については非常に不

快感を示している自治体もある。その中でのこういった回答ということで、ちょっと私は驚

いたんですけれども、これに対してこの回答をした本意といいますか、市長のお考え、これ

についてお伺いをしたいと思います。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 原発政策について 
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よく調べられてもいますし、記事を見ていない方もいらっしゃったかもしれませんが、出

ました。私もアンケートに答えたわけであります。今ほど議員からお話をいただいたので、

どういう質問があったかというのは、もう把握されていると思います。この中でその交付金

だけが丸がついていた、魅力的だというところに私が丸をしたということであります。この

アンケートについては、８項目について調査があったわけですね。私は処分地を受け入れる

つもりは毛頭ありませんが、調査にあっても受け入れられないというふうに回答を、まずし

てあります。 

そして、このことをまず言った上でとご理解をいただきたいと思いますが、交付金の魅力

の項目については、一般論として――私の思いですよ。一般論として、国の交付金が交付さ

れることについての回答として答えたものであって、魅力的だから受け入れるという考えは

全くありませんので。ただ、受け入れるとする、もし、そういう受け入れたいという自治体

があったとして、お金にするとかいうそういう批判はあるかもしれませんが、こういう交付

金の交付が魅力的であるというのは、至極当然な考えではないでしょうか。私はそう思って

丸をつけたわけであります。私の思い、ちょっと言い方がおかしいかもしれませんね。そう、

梅沢議員にここで取り上げて、公の場でやりとりするようなほどの私はものはないと、そう

いう意図を持っていませんから、ということです。今、これをもって答弁させてもらいたい

と思います。 

○議   長  梅沢道男君。 

○梅沢道男君  ２ 原発政策について 

これをもって核のごみの受け入れを積極的だと言うつもりはございません。市長もそうい

う意味では、前段の項目ですね、今おっしゃったように、それについて受け入れてもいいと

いう自治体は事実上ないわけですから、基本はそうなんでしょうけれども。ただ、その交付

金自体が、やっぱりそういうものを前提とした交付金だというのは、これは事実なわけでし

て、受け入れは要らないし、調査も拒否で、何もしないけれども交付金だけやるというよう

な交付金はないわけですから。その流れからすると、当市の今、市長がこれまでにも質問に

ご回答いただきました姿勢といいますか、お考え、これがある意味ちょっと誤解を生むよう

な危険もあるんではないかと。 

正直言って私もこれを見て、えっ、という考え、感じがあったものですから、これについ

てはちょっともう少し軽々にではなくて、きちっと対応をいただければ。もちろん、今、市

長が言いましたように、そのこと自体、例えば市長アンケートですから、よそが受け入れる

ときにそういう自治体があっても、そうすれば交付金もそれなりの意味や魅力があるんじゃ

ないですかという回答でなくて、これ南魚沼市でどう考えますかという市長アンケートです

から、そういう意味では少し影響といいますか、があるのかなという気がします。もし、あ

れでしたら一言お願いできれば。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 原発政策について 
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反論は、そのアンケートの文面を全部見ておられるのですか――あ、質問します。新聞に

載ったのは、本当にその回答の答えだけですよね。私のところにきた文面から判断をして、

私は交付金は魅力的じゃないですかと書いた、その全文をお読みになっているのかどうか。

そうして、私に今その話をしているのですか。 

○議   長  梅沢道男君。 

○梅沢道男君  ２ 原発政策について 

もちろん、私は新聞報道のみですので、新聞の脈略からいっても大変そういった部分で、

市民の皆さんや県民の皆さんに、ある意味、今までの答弁からいうと誤解を与えてしまうよ

うな新聞の文面だった。ただ、今、市長がおっしゃいましたように、こういう内容だったか

らこう書いたので、報道自体がちょっと公平じゃないというか、表現が不足でおかしいとい

う部分があれば、その辺についてもちょっとお聞かせをいただければと思いますが。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 原発政策について 

誤解を招いたのであれば――おわびを申し上げるつもりは私は全くないのですけれども、

誤解を招いたのであれば残念でした。それだけのことです。 

○議   長  梅沢道男君。 

○梅沢道男君  ２ 原発政策について 

わかりました。それについて押し問答になりますので、また次に進めたいと思います。 

 小項目の５番でございます。先ほども市長からもちょっとお話がございましたように、南

魚沼市、原発からの距離ということになりますと、福島原発とは違って、大分 50 キロ圏内も

含むという近いところにございます。この原発政策に対する考え方といいますか。今ほども

縷々お聞きをしてきましたけれども、この市長の今までのお考え、そういったものを具体的

に県ですとか市、それから市民の皆さん、職員もそうですけれども、積極的にやっぱりもう

少し発信をして、市長の考えはこうだと、市の考えはこうなんだというあたり。そういう意

味では選挙のたびに争点になるというお話もございましたけれども、そういう意味では市民

の皆さんも、いや、うちの市は、市長はこうなんだと。だから、うちはきちっとしているん

だという――どういいますか、そういった部分が、市民全体にまだまだ共有をされていない

という実態もあろうかと思います。 

そういう意味では、強いリーダーシップをもって、市としてもそういった発信も含めて、

例えば県の市長会で積極的に発言をして、意見書採択ですとかそういったものを進めるとか、

知事との定期会議等もあるようですので、そういったところでそういう考え方をきちっと示

していくとか、例えば市報や市のホームページ等これらも活用したり、全国には反原発の市

長会議等もありますのでそれらも含めて、積極的に市長から行動をして、発信をいただけれ

ばというふうに実は思っています。 

今回の補正予算についても、例えば企画プロモーション事業でどういう事業になるのか。

最終的なまだ計画は立っていないけれども、例えば貯雪という部分で 700 万円だと。これも
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反対討論までありましたが、そういう部分、積極的に市長が動く。提案をして、まず動いて

いくという姿勢は、評価ができるというふうに考えています。そういった部分、この原発政

策についても同じようなスタンスといいますか、行動力を示していただければというふうに

強く思っていますが、市長のお考えを伺いたいと思います。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 原発政策について 

原発政策に対する私の考え、これは機会があるごとに発信していると思います。まずはこ

ういう公の場でちゃんとやっているわけなので、私ども、そういう立場の人間、議員も皆さ

んもそうでありますが、この公の席の発言というのが、一番最たるものだと私はまずは思っ

ています。 

 強いリーダーシップをもって対策を進めるべきということですが、ちょっとその辺は――

私は反原発ではないですよ。明言しますけれども。市長職として先ほどから申し上げている

ように、市民の生命・財産を守るべき立場から、これは今、稼働を認めることはできないと

いうことを言っているわけであります。その辺は大変申しわけありませんけれども、反原発

というふうに私は思っていません。以上に、原発をいいか悪いかという、そういう議論、そ

して選挙戦でそういうことが、それだけがピックアップされたような考え方を、私は非常に

いかがなものかと思っている１人です。 

１つには、国の産業経済全体に当たる大変大きなテーマであって、では、大体、電気を使

わなくていい生活はありませんから。そして、日本の国益といいますか富が全部、海外に流

出しているという現実。そして、火力発電所も恐らく今は大分疲弊もしてきているでしょう。

こういう中において、ただ原発問題をノーかイエスかという論調が、私は個人としては全く

いかがなものかと思っています。基本的に原発がなくなればいいというのは、これは国民全

ての人でそれに反対をする人は、私はそうはいないと思います。しかし、科学技術のここで

の全部それを打ち消してしまうこととか、さまざまなことに対して、私は原発ノーという立

場ではありません。 

市長職として、今は稼働を認められないと言っているわけで、先ほどからの論調をもう一

回総じて言いますと、そういうことをクリアして本当に確信の持てるほどのきちんとなった

段階でなければ、市長として稼働にくみすることはできないというふうに申し上げているの

で、ちょっとそちらにとっては受け入れがたい答弁になるかもしれませんが、私はそういう

立場でありますので、ぜひご理解をいただきたい。その上で、市長として避難のことで、さ

まざまなことを対応していく、リアリズムをもってやっていくということを、先ほどらい申

し上げておりますので、ぜひ、ご理解ください。 

○議   長  梅沢道男君。 

○梅沢道男君  ２ 原発政策について 

原発反対論者ではないという部分については、理解をさせていただきました。ただ、今の、

現状では、再稼働は反対だということも今、聞かせていただきました。今、原子力規制委員
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会が事実上のゴーサインを、合格を出したということで、そういう意味では今この状況の中

で、柏崎刈羽については再稼働に向けて動き出しているという。これはある意味いつからと

いうことではありませんが、全体の手続論も含めて再稼働に向けて動き出しているというこ

とは、まぎれもない事実だろうと思います。 

市長は、再稼働は今の現状では反対だということを明確にお話になっているわけです。そ

の部分を今まで市長はいろいろなところで、ここは公の場ですけれども、市長のおっしゃっ

ているトップセールスこれも含めて――市長は議会の中だけでというようなお考えでは到底

ないわけですから、そういう意味でさまざまな場所で、今の再稼働に向けた動き、これに対

する考え方、今、そういう部分では再稼働が認められないというはっきりとしたお考えをお

持ちなわけですから。これらをいろいろな場所で、例えば市長会の中で、そういった部分の

議決ができるのか、意見書の採択ができるのかどうか。そういった部分の意見反映も含めて、

市長の考えを、いわゆる今の現状での原発再稼働反対ということであれば、それを実現する

ような市民の財産・命を守るために実現するような方向で、これはほかのトップセールスと

同じように、市長の行動力で動くべきではないかというふうに思いますが、お考えをちょっ

と伺いたいと思います。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 原発政策について 

多分、先の９月定例か６月定例だったと思いますが、ほかの議員の方からの質問に答えて

いますけれども、私のほうでトップセールスみたいな勢いでこれを対応するというつもりは

ありません。慎重に見守っているという状況であります。これは県内でも大変な問題を抱え

ている市や村もあるわけでありますので、その方々を通り越して私のほうから何かをやって

いくということは、私の中の考えとしては今ありません。ただ、慎重に見守っていることは

事実であります。 

○議   長  梅沢道男君。 

○梅沢道男君  ２ 原発政策について 

お考えはわかりました。ただ、市民の命・財産これを守るということになれば、見守ると

いうことだけでいいのかという、私個人としては疑問が残ります。その辺については、なか

なか議論の乾かないところだと思いますのでこの辺にしておきますが、この課題については

今後も含めて、ぜひまたご検討をお願いできればというふうに思っています。 

３ 八箇峠道路（八箇ＩＣ～野田ＩＣ間）開通に伴う交通対策について 

 最後に大項目の３番でございます。国道 253 号八箇峠道路、八箇インターチェンジから野

田インターチェンジの開通に伴う交通対策ということでお伺いをしたいと思います。この 11

月 25 日に待望の八箇峠道路の八箇インターから野田インターチェンジ間、6.6 キロでござい

ますけれども部分開通をいたしました。これによって南魚沼市と十日町市を結ぶ動脈が完成

をして、安全な交通環境が確保されるとともに、魚沼基幹病院を核とした救命救急医療体制

の充実と、これらが期待をされます。 
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また、地域観光や産業の振興にも大きく貢献するものだというふうに考えていますが、最

終的にはやっぱり六日町インターチェンジ、余川インターチェンジまでの開通、これが本当

に市民を含めて待たれるところだと思いますが、現在の、おわかりになったり答弁できる範

囲で結構ですが、進捗状況と今後の見通し。これらについて、もし、情報なり現状で教えて

いただける部分があればお願いしたいと思います。 

○議   長  市長。 

○市   長  ３ 八箇峠道路（八箇ＩＣ～野田ＩＣ間）開通に伴う交通対策について 

それでは、梅沢議員の３つ目のご質問であります。野田インターチェンジから余川インタ

ーチェンジ――これは仮称ですけれども――までの進捗状況について申し上げます。野田イ

ンターチェンジから六日町インターチェンジを通り、余川インターチェンジまでの区間、延

長 1.9 キロについては、国から工事及び道路設計を実施しているというふうに聞いておりま

す。 

 今後の見通しですけれども、用地買収等が必要なことから、今は残念ながら、現段階にお

いて開通時期までは未定だということであります。これは全部、長岡国道そして本省ですね、

国交省本省にこちらから確認をして得た回答であります。 

市としましては、余川インターチェンジまでの一刻も早い開通とともに、接続する国道 17

号六日町バイパスの早期開通に向けて、設計協議や用地買収に協力をさせていただいて、引

き続き関係機関に事業促進の要望活動を行ってまいりたいと思っています。 

八箇峠道路このトンネルが開通したことによりまして、今、そこのいろいろな交通渋滞と

かの問題が出てまいりました。今、話し合われているのは、あれができたからこそ、その先

のこういうバイパス部分、取りつけ部分について、もうこれは鋭意どんどん進めていこうと

いう気運がより高まっていると思いますし、それを促していくべきだと思っています。 

○議   長  質問の途中ですが、質問総時間の残り 10 分を切りましたので、まとめに入

っていただきたいと思います。 

２番・梅沢道男君。 

○梅沢道男君   八箇峠道路（八箇ＩＣ～野田ＩＣ間）開通に伴う交通対策について 

ありがとうございました。そういう意味では、予算も徐々につき始めていますし、着々と

ある意味、進んでいると。ただ、まあ開通時期がまだ見通せないと、これはしょうがないと

は思いますが、今後も、今お話をいただいたように、また県や国との連携を密にしながら進

捗にご努力をいただければというふうに思っています。 

 小項目の２番です。この 25 日の開通後、特に通勤時間帯等でセブンイレブンの南魚沼余川

店の交差点あたり、これが大分渋滞がみえたり、また、野田インターからの入り口のところ

が逆走しそうになる車が見られたという状況があります。ただ、市のほうで警察とも連携を

いただいて、信号の時間を調整いただいて、大分、今はちょっと解消といいますか、効果が

見えているかなという気はしています。 

ただ、今後、降雪期を実は迎えるものですから、今度は余川からセブンイレブン前の交差
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点を右折をして 17 号へ向かう路線といいますか、右折車線も整備をしていただきましたが、

なかなか十分な幅員が取れていない。その関係で今後、降雪期の除雪対策とか、いつもあそ

こはかなり道路が狭くなって、ひどいときは１車線になってしまうというようなところなも

のですからそういう部分。それから、野田インターからの逆走についても、今、仮設看板等

で対応をしていただいていまして、そういう意味では、今のところは改善がみえているのか

なというふうな気はしますけれども、降雪による対応。あれもまた仮設看板も雪が積もると

ちょっと見えなくなったり等もありますので、その辺、ぜひ、県や警察との連携を密にしな

がら、対応をお願いしたいと思いますが、今の開通に向けて、または今後の冬期間に向けて

の対策等、お考えがありましたらお聞きをしたいと思います。 

○議   長  市長。 

○市   長   八箇峠道路（八箇ＩＣ～野田ＩＣ間）開通に伴う交通対策について 

この２つ目のご質問の余川交差点からの、まず、渋滞がありましたですね、あのときもう

開通してすぐ。11 月 25 日の開通当初は、信号待ちの列がものすごかったです。しかし、11

月 27 日ですね、翌々日に南魚沼警察署から信号サイクルを、時間を調整していただいた。現

在は、ほぼ改善されていると思います。 

野田インターチェンジの入り口も、あそこも大変問題になりました。このことにつきまし

ては、開通当初に侵入、逆走ですね。これは大変な問題になったということで、私も 11 月

28 日の早朝ですけれども、現地をきちんと確認をさせていただきました。その後――時点で

は、大変、案内看板とか標識が、正直申し上げて非常にわかりづらかった。 

これらにつきまして、現地でもありますが県会議員さんとも一緒になりまして、この申し

入れをさせていただいた。県の地域整備部と魚沼警察署の素早い対応がなされました。かな

り改善されたと私は思っています。その後、そこがちょっと気になるので通ってみています

が、そのような状態です。 

県の地域整備部には、引き続きこの冬のことも、今、議員がご指摘であります、大変心配

なところでありますので、引き続き安全対策に万全を期すように要望をしていきたいと思い

ます。現地はよりよく、議員はおわかりだと思いますので、ぜひ、その辺のところでお感じ

になったことは、忌憚なくこちらにも伝えていただき、私どもも県に伝えてまいりたいと思

っております。 

○議   長  梅沢道男君。 

○梅沢道男君   八箇峠道路（八箇ＩＣ～野田ＩＣ間）開通に伴う交通対策について 

ありがとうございました。私も平日や土日も含めて、ちょっと状況は見させてもらったの

ですけれども、今のところ大分改善の兆しが見えて、本当にありがとうございました。ただ

やっぱり、降雪期が大分心配になりますので、そういう意味では、ぜひその辺への配慮をし

ながら、開通までちょっと時間があるようですけれども、この対応のほうをお願いできれば

というふうに思います。以上で終わります。ありがとうございました。 

○議   長  以上で梅沢道男君の一般質問を終わります。 
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○議   長  昼食のため、休憩といたします。再開は午後１時 20 分とします。 

〔午前 11 時 59 分〕 

○議   長  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

〔午後１時 20 分〕 

○議   長  新潟日報社から写真撮影の願いが出ております。これを許可いたします。 

○議   長  質問順位４番、議席番号 13 番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  発言を許されましたので、通告に基づいて一般質問を行います。 

 今回は３点について質問いたしますが、少しオーバーワークになるかとは思いますが、一

生懸命頑張ってみたいと思います。 

１ 南魚沼版ＣＣＲＣについて 

 第１番目であります。南魚沼版ＣＣＲＣについて所信表明に、推進について移住希望者等

へのニーズ調査をし、分析している。事業の実現性を高めるために改善手法を検討し、情報

整理を進めると報告があります。 

 （１）として事業化ステージ基本計画その１は山下ＰＭコンサルとで構想してきたものと

思います。ここに至ってなぜアンケート調査をまた山下ＰＭコンサルに委託されたのか、理

解が私はできません。この質問通告後にそのアンケートの報告を全議員に、多分、届けられ

たかと思います。この委託内容、委託費、そして調査結果から明らかになったことをまず伺

います。 

 （２）として首都圏移住定住セミナーの参加人数が行政報告でされております。これらに

担当者が参加しているわけですが、担当者はこのセミナー参加を見て、本当に可能性を確認

しているのか。また、全国が移住定住合戦の中で、南魚沼市が想定するように選ばれると思

っていますか。計画どおりに進められるか評価を伺うものであります。 

 ３番目として、協議パートナーと構想実現に向けた協定締結の条件整理を進めているとい

う報告がされていますが、これについては内容を示していただきたい。以上、壇上からの質

問にかえます。 

○議   長  岡村雅夫君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長。 

○市   長  それでは、岡村議員の質問に答えてまいります。 

１ 南魚沼版ＣＣＲＣについて 

 南魚沼版ＣＣＲＣについてであります。１番目のご質問でありますが、今年度の調査は、

現在足踏み状態となっているパートナー事業者との間の課題を打破していきたいというため

に、昨年度の事業委託で策定をしました基本計画、その１といわれるものですが、これに基

づきまして整備を計画している住宅企画案に対して実現性がどの程度高いか、どこを改善す

ればさらに実現性が高まるのか、これらを調べたものであります。このため、調査対象を過

去に移住イベントやセミナーに参加された皆さん、お試し居住に参加された方、当市に問い

合わせをされてきている方、266 人に絞りまして、そのうち 90 人から回答を得たものであり
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ます。平成 27 年度に三菱総研に委託して実施をしたアンケート結果を踏まえ、基本的な設問

は同じものとしまして、前提条件の整合性に留意をさせていただいた調査を行ったところで

あります。議員先ほどご指摘のとおり、ちょっと時間的には前後したようでありますが、調

査結果につきましては、全議員の皆様に配付をさせていただいたとおりであります。 

 このたびの調査をもとにしまして、協議パートナーに地元の建設業者も加わって、間取り

やグレードなどの具体的な検討に現在入っていることで、ということでありますので、ご報

告をしたいと思います。 

 なお、南魚沼市が住宅施設建設でのリスク負担は行わないと、こういう方針は変わってお

りません。したがいまして、あくまでもそのリスク負担を行わないという方針のもとでの協

議参加者それぞれの役割を事業化をして、細部についても確定できるまで検討を継続してま

いりたい、というところでございます。 

 ２つ目のご質問であります。評価を伺うということでありますが、今年度のセミナー参加

者数は、議員各位に配付をさせていただいた行政執行状況の報告です。議会最初に配ってい

るやつですけれども、これの 79 ページから 89 ページに記載のとおりであります。なお、昨

年度に実施をしましたセカンドライフ塾の参加者は、第１クール、これは 56 人、第２クール

51 人、グローカル人材育成塾の参加者は第１回クールが 63 人、第２クールが 93 人の延べ 263

人。実人数にしますと 131 名ということであります。ご理解いただけると思います。263 人

であります。 

このセミナー参加者のうち、既に移住または第２地域居住を始めた方、また、準備中と直

接連絡があった方は全部で 10 人であります。参加者の 7.6％が移住につながったものといえ

るかと思います。 

大幅な増加では当然ありません。ありませんが、当市に関心のあるそういう層をターゲッ

トとした、一過性的ではないそういうセミナー形式の開催であるからこそ、このような効果

が出てきたものと我々は捉えております。今後もこのセミナーの参加をきっかけとしまして、

当市への関心度が高まり、おいでいただく回数が増え、移住へと進展するよう努めてまいり

たいと思います。官民が連携をした持続可能な体制の構築を進めることが肝要だと思ってい

ます。住宅施設計画は当市のコンセプトをわかりやすく訴求をしておりまして、地域のブラ

ンド力を高めるツールの１つだというふうに考えています。ＣＣＲＣ構想では浦佐駅活性化

とか、基幹病院の機能の充実とか、市民利用も含めた一体的な構想として進めていくつもり

でありますので、どうかご理解をいただきたいと思っております。 

 また、参考なのですけれども、こういうセミナー参加者の数字だけではなくて、ライフス

タイルマガジン、ごらんになっていると思います。市長が躍るとか市が何とかとか書いてあ

りまして、ちょっと恥ずかしい思いもいたしましたが、このライフスタイルマガジン――若

い職員も含めて頑張ってくれておりますが、これなどに登場していただいているようなＵタ

ーンとかＩターン、これらの方々を含めると昨年度では、平成 28 年度、104 人の方が移住を

してきています。なぜそれがわかるかということでありますが、これは実際に住民記録のデ
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ータ等からきちんと数字を出しておりまして、これらについては総務省等にも報告する、そ

ういうきちんとした数字であります。 

 ３点目の問題であります。協議パートナーとその構想実現に向けた協定締結の条件整理を

進めているかどういうことかということでありますが、再三――再三再三ばかり言って申し

わけありませんが、よくお聞きになるものですから再三申し上げているとおりでありますけ

れども、住宅施設の事業化が進まないのは、市が財政的な負担をしないというこういうスタ

ンスを崩さない、このためであります、当然。そして、事業者が想定されるリスクを負担し

きれずにこれを打破するための条件がなかなか見出せないということが要因だと、これはも

うそういうことであります。この状況は議員もご理解いただいているところだと思っており

ます。 

現在、解散はしておりますが、ＣＣＲＣ推進協議会がありました。この委員や委員だった

方々、そして協議パートナーの企業の皆さんは、全国でも例のないそういう構想の実現のた

めのアイディアを具体化をして、取り組みを進めるための協議を行ってきたところでありま

す。協議会は開発事業主体となったり、事業参画の意思を決定したり、またその囲い込みを

検討してきたと、そういう組織ではありませんので、これはもうご理解いただきたいと思っ

ております。以上でございます。 

○議   長  13 番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  １ 南魚沼版ＣＣＲＣについて 

今の質問についての答えはありがとうございましたが、市のリスク負担をしないという方

針は変わらないということで、種々の取り組みは行われてきたということであります。そう

いった中で第１問目については、大体そうだろうというふうに思っていましたのですが、第

２について、私はアンケートをつぶさに、浅いかもしれませんが見させていただきました。

私が考えるには、前回の 2016 年度のときのアンケートというのが、4,000 人のウェブアンケ

ートで、移住検討者というのが、いろいろ種々含めて 266 人と。そして今回、では誰にアン

ケートをしたかといいますと、それらをした中の要するに意思表示なり、問い合わせなりが

あった方々の 266 人にアンケートをとったと。その結果が、回答者は 90 人だったと。そして、

私が見るには、この回答者の中で、具体的に移住を検討していますかという項目があるので

すね。それについては４％だったという結果であります。要するに 84 人の方が答えた中で、

３人の検討している方がいるという結果であったというふうに私は読ませていただきました。 

そうしますと、セミナー等いろいろ取り組みやられた中で、かなり網を広げてやった中で、

担当の部課長がいっているわけでありますが、参加している中で本当にこれは計画どおりに

進めていいものであるかどうかというあたりを、私はその評価を聞きたいということを第２

問目にしたつもりであります。いや、これでいいのだということであるか、もう１回確認だ

けしておきたいというふうに思います。 

○議   長  市長。 

○市   長  １ 南魚沼版ＣＣＲＣについて 
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そう簡単ではない、そういう道のりでありますから、パーセントがどうだとか、そういう

ことだけではないと思います。ＣＣＲＣこれ自体が、やはり議員はすごく関心を持っておら

れるそのハードの部分と、あとほかにはたくさんソフトの部分を絡めて、そして地域づくり

そのものを、もう今は、全体を包括してやっているようなところがありますから。決して何

ていうのですか、それをもって爆発的な、例えばどんどん人が来るとか、そういうことはも

うないというふうにずっと私も思っています。ただ、これに取り組んでいくことが、将来に

わたる南魚沼市のそういう門を開いたといいますか、受け入れるというか、そういう大きな

道筋に向かっていくものだと思っておりますので。私はそう思っておりますが、この点ちょ

っと細かいところにつきましては、担当の特命部長のほうに答えさせます。 

○議   長  地方創生特命部長。 

○地方創生特命部長  １ 南魚沼版ＣＣＲＣについて 

今ほどの件でございますけれども、実現の可能性があるかどうかという点でございます。

これはすぐに 50 戸の住戸が建つだけのニーズがあるかどうかという評価であれば、これは決

してそうではないと言わざるを得ないかと思っております。先ほども市長の答弁の中であり

ましたように、10 人という数字は 50 という数字には当然行きつかないわけですし、当然で

すがスケジュール的にも一斉にその人数が来たということではありません。 

このように今まで３年間にわたりまして検討してまいりましたけれども、さまざまなニー

ズがあって、このＣＣＲＣを提案する中でも、さまざまな目的をもって今ほどのご質問のセ

ミナーのほうにも参加いただいているということでございます。そういった中でパーセント

が低いからといって、この先一気にそれで見込みがないというふうに判断するよりも、それ

だけのパーセンテージの方がいらっしゃると。今後のＰＲの仕方によっては 50 戸にも膨らむ

可能性もあるというふうにとりながら進めているところでございます。まずはこの市に来て

いただく、そこからお試し居住なりで少し長い時間いて生活を実体験していただく。その上

でということになりますので、もう少しまたお時間が必要かなというふうに考えているとこ

ろです。以上です。 

○議   長  済みません。岡村議員、発言に当たっては、議席番号と苗字までください。

お願いします。 

〔「はい」と叫ぶ者あり〕 

○議   長  13 番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  １ 南魚沼版ＣＣＲＣについて 

それなりの効果があったというところで変わりませんが、私は多額な予算を使ってのこと

でありますので、いろいろの宣伝、あるいは広告、推進をしてきた中でそれなりの効果とい

うのは私はあったというふうには見ています。しかし、この予算について、計画についてね、

構想についてはこれは３年間の構想でありますので、やはりもう少し実のあるものであるか

なというふうに私は感じていたところであります。 

それ以外は見解が違いますので、（３）に移ります。計画では、本当はことしの春からだっ



 - 38 -

たのですね、建設は。それが来春からというふうになっています。諸々の手続があります、

それまでにも。今現在では再延期も私は必至だというふうにも思っています。３年間で 200

戸、400 人の計画は、私は３年間の事業としてみれば破綻をしているなというふうに言わざ

るを得ません。 

なぜならば、企業が開発するといいながらなぜ進まないのか。私はずっとこれは指摘して

まいりました。企業はメリットがなければ投資をしません。200 戸 400 人の居住と建設は、

少なく見積もっても、私は指摘しておりますが、20 億円はかかります。200 戸ですよ。付帯

設備など公共事業抱き合わせで例えば企業がメリットを得るとするならば、これは市主導で

莫大なお金を使っていかなければならないというふうに、私は指摘しているところでありま

す。 

 もう１点、推進協議会の話が出ましたので、コメントしますが、推進協議会が私は容認機

関であって、チェック機関ではなかったと。これは言っても過言ではないというふうに私は

傍聴して感じているところです。メンバーは当初からのメンバー、選定段階からもいろいろ

聞かせていただきましたけれども、要するに願われて就任した、ほとんどが企業人の方々。

産・官・金・学とか言いますけれども、そういった企業人が主であったというふうに思いま

す。その方々はメリットを求めて、多分、参加をしたと思います。傍聴者の私もその１人で

あったというふうに今思っているところであります。 

それらで進められた推進協議会は、事務局の提案これを、これはだめだよというような、

要するに提案を翻したことがあったかどうかということであります。ほぼシナリオどおりに

進めてきたというふうに私は思っています。傍聴者には発言は求められませんし、認められ

ませんでした。議会への報告も非常に、言わせてもらえば漠然とした、要するになかなかつ

かめない提案ではなかったかなというふうに思います。 

そして、最後の極めつけが、地域再生推進法人、「ＭＭＤＯ」と呼んでくださいということ

ですが、これの策定段階でもその協議会のメンバーが、その有志で占められたという実態で

あります。そして、構想推進に一目散という段階を迎えたわけでありますけれども、３年間

にわたって構想を積み上げてきたわけでありますが、どういうわけか話が進まないというの

が今の実態。市長も先ほど認めました。 

私はいろいろ資料を振り返ってみたのですが、平成 29 年６月 23 日、ことし、23 日付で任

期満了に当たり推進協議会会長名で事業推進の意見具申がされています。多くのメンバーが

貴重な時間を割いて参加していただいたにも関わらず、いまだ協定には至っていないわけで

ありますが、大手企業が開発するというこの構想が、そして、提案をされたパートナー企業、

二の足を踏んでいるわけであります。 

私は 100 歩譲って考えてみたのです。なぜこの事態が起きたのか。２年間にわたって協議

を重ねてきた一番の理解者である推進協議会の有志の方々、これらの方々が、リスク負担を

分かち合ってでも進めるべき構想であると。そういう構想であったのかと私は問うてみたい

のです。私は不可能ではないかというふうに思います。でありますから、不可能であるなら
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ば施設建設で移住をというこの構想は、私は協定前に、協定締結前にきっぱりと断念をする

ところではないかということを申し上げたいわけでありますが、所見を伺っておきます。 

○議   長  市長。 

○市   長  １ 南魚沼版ＣＣＲＣについて 

協議会において、提案内容が翻されなかったとの、そういうことにどこに問題があるのか

ということ。議員のその今の言い方に、ちょっと私は理解にちょっと苦しむところでありま

す。シナリオなどというふうに、さっきから言われていますが、そういうことは存在してお

りませんから。そして、今のところたどってきたのは、審議を重ねながら、いただいたご意

見を反映しながら進めた結果であります。何かありきでやってきたということは、我々は考

えておりません。事務局から提案されたものがくつがえることが、適正な審議であるとの認

識は全くこれは持っていないわけであります。もう少しきちんとご理解をいただきたいとい

うふうに思います。 

ＣＣＲＣ構想におきましては、移住施設整備以外にも、地域に不足している人材を確保す

るとか、そして雇用の創出とか、何度も言っておりますけれども、地域サービスの向上を目

指して、地域の特性や資源を生かしたそういう事業、サービスを市民へも提供していきたい、

こういう面があるわけであります。その意味において実現のために――これはなかなか難し

いですよ、その実現のために、今、市といわゆる南魚沼市まちづくり支援機構、ＭＭＤＯで

すよね。移住者の促進や活躍の場の提供、地域が大学との連携、サポートといった、そうい

うソフト事業これらを展開している。今、いろいろやっていますよ。そこもちゃんと見ても

らいたいのですよね。 

ＭＭＤＯはそのために認定をされた地域再生法人であって、ハード整備をするものではあ

りませんし、ハード整備については協議パートナーの企業などになるわけです。ここが二の

足を踏んでいるというふうにそこばかりを力説されますが、それは何となしに、我々の地域

にまるきり魅力がないというふうにいつも聞こえてしまうのです。なぜそれをそこまでそう

いうふうにばかりしか考えないのかなというところが――まあこういうこと、言い方をして

はいけませんね。私はちょっと議員とは考えが違います。ハード整備についてはそういうこ

とであります。今後も地域のパートナー企業の協働事業としての枠組みづくりを、できれば

この地域にお金が落ちる仕組みづくりなどを継続してこれを進めていきたいということであ

りますので、よろしくお願いします。 

 断念しろ、撤退をしろ、議員は言われますけれども、これにかわる対案があればいいと思

いますが、困難な道だから立ち向かっているということを、ちょっとご理解いただいて、こ

のことをやめて、ではソフトだけがあるかとそうでもありません。これは本当にそれが実現

できるかどうかというのはやはり企業が考えることですから。それによってその大きさが縮

小するのも大きくなるのも、構想とちょっと違うというのも、それは当然出てきたわけであ

りまして、その点だけを殊さらに言われても、なかなか私はあまり意味のないことではない

かというふうに思っております。 



 - 40 -

○議   長  13 番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  １ 南魚沼版ＣＣＲＣについて 

大体毎回同じようなことになってしまって申しわけありませんが、私はこのハードの面を

言っているのです。要するに企業はその投資はしませんよ、ということを言っているわけで

すので、それを私が追及すると、いろいろソフトの面を言われると。ソフトの面を私は否定

しているわけではありません。ただ、この移住構想について方向を変えないと、ね、現にラ

イフにも今回載っていますけれども、空き家を利用するとかという問題が出てきているわけ

です。200 戸 400 人というこの移住構想、ハード建設は無理ですよという話をしているわけ

でありますので、そこを読み違えると、どんどん市が負担をしていかなければならないと、

こういう話をしているわけであります。行政は一旦進みますと矛盾を指摘されても改めませ

ん。進める理由を探します。当初から市にリスクを求めた提案であって、企業が開発する提

案ではありませんでした。協定締結前に、もう一度言いますが、決断をすべきであります。 

２ ＧＩＴＰ（グローバルＩＴパーク）南魚沼について 

 次、２番目の問題であります。グローバルＩＴパーク南魚沼について質問します。若者の

雇用の場の創出をと、大和庁舎に 16 ブースで始まった構想で、2030 年には 350 社の集積を

目標にしています。アダム・イノベーションズ株式会社と市、国際大学、県が連携して推進

をしているものであります。 

 （１）としてこの構想は、始まって１年もたたないうちに家賃の減免３年間免除がされて

います。その理由としては、日本国内で外国人が会社を設立するに必要な預入金 500 万円が

必要であるがためとか、あるいはほかの問題にも絡みますが、会社設立後に入国ビザの申請

がなかなか手間取っているとか、あるいは庁舎改修の前提条件、我々にも示されていますけ

れども、16 ブースが満杯になることが条件であったというようなこと。これらは契約時に起

こり得る諸問題というふうに想定されなかったのか。どういう契約をされたか、契約不履行

の部分が見受けられます。こういうことを契約違反ではないかというふうに私は思うのです

が、契約の内容、変更を明らかにし、検証をすべきではないかということをお聞きいたしま

す。 

 次にアダム・イノベーションズ株式会社の説明――我々はほとんど内容がわかりません―

―を求めます。 

 次に３番として、この 350 社の集積を目標としていますが、本当にこれが見込めるもので

あるかひとつお聞きしたい。 

 ４番目としては、国際大学でのお試しサテライトオフィス事業の成果の説明がなかなかあ

りません。大学と連携の拠点と、私は説明を受けていたものでありますけれども、今年度限

りで大和庁舎のこのブースに移転を今、考えているというような話があります。あのブース

はアダム・イノベーションズと契約をされているものというふうに私は捉えていますけれど

も、ひとつ説明を求めます。 

 次に進出企業、この技術者が３か月で交代という短期滞在ビザと言ってほしいということ
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ですが、一般的には観光ビザで入国と報告があります。就労ビザは最も許可されにくいビザ

の１つだというふうに言われておりますけれども、今、行われている観光ビザでは就労はで

きないということが調べると出ています。私はそもそもの基本的な部分が満たされていない

のではないかというふうに思いましたが、これらの改善の見込みはあるか伺うところであり

ます。グローバルＩＴパーク、先ほどの改修の部分については 2,400 万円というふうに聞き

ましたけれども、関連事業があるかと思いますので、ひとつお聞きしてみたいと思います。

以上です。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ ＧＩＴＰ（グローバルＩＴパーク）南魚沼について 

それでは、岡村議員の２つ目の質問であります。ＧＩＴＰ、グローバルＩＴパーク南魚沼

のことであります。まずはこの家賃の減免について。グローバルＩＴパーク南魚沼は、１ブ

ースについて家賃が月額 7,000 円。共益費が 3,500 円。共益費はわかると思いますが電気料、

水道、冷暖房それから警備保障の代金であります。これで契約をしています。この金額は大

和庁舎２階に入居中の新潟県土地改良事業団体連合会が入っているのですけれども、この契

約内容を基準に算定をしたものであります。それをもとにしました。 

この減免についてであります。平成 28 年２月 18 日に新潟県、そして国際大学、アダム・

イノベーションズ及び南魚沼市の間で締結をされましたグローバルＩＴパーク南魚沼構想推

進に向けた取り組みに関する協定書――正式名称ですね、これに基づきまして初期稼働時の

取り組みを円滑に進めるために必要な措置として判断をさせていただいて、当面の間――当

面というのは平成 28 年９月から平成 31 年８月までの３か年であります――この家賃のみを

減免しております。加えて平成 28 年２月から８月までの間に、出発当初、中東のドバイまた

はドイツ、これらで私どもと同じような、これは世界もそういうことを狙っているわけであ

りまして、ＩＴパーク構想が企画をされ、国を挙げて推進する動きが出てきたという中でこ

れをつぶさに感じた彼らといいますか、そういう皆さんがこれを訴えてきた。これにより海

外企業がほかの国を選ぶ可能性が出てきてしまっているために、南魚沼市としてできる範囲

での優遇措置として行ったものというふうにご理解いただきたいと思います。 

 ２番目のアダム I の会社概要、これはもう何度も多分――議員がわからないはずはないと

思いますが、もう一度では申し上げます。会社名はアダム・イノベーションズ株式会社、代

表取締役はワウラガラ・カウシャル氏。本社は東京の新橋にありまして、創立は平成 24 年４

月４日、資本金 1,200 万円、売上高は第５期 27 年９月から 28 年８月末まででありますけれ

ども、5,650 万円、従業員数は 18 名。これは入札資格申請書類等によって確認をしたもので

あります。主な事業は新興国における企業展開のサポートを行っているコンサルティング会

社。さまざまなリサーチ事業に加え包括的なコンサルティング業務、さまざまな企業に対す

るトレーニングサポートを提供し、現在は大和商工会にも加入をしているという会社であり

ます。 

 ３番目の構想の実現性であります。構想では2016年の第１段階、これを16社入居から2030
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年の第４段階、これは議員のおっしゃる私どもの遠大な計画にと思っておりますが、目指す

べき方向性はこういうことだと思っています。350 社集積まで４期の段階に分けて計画をさ

れています。 

構想の計画時と現在では海外の状況も変化をしてまいりまして、当初のスケジュールどお

りにはなかなか進んでおりません。現実であります。直近の課題を解決しながら実現に向け

て進んでいきたいと考えているところであります。 

現在国内企業との事業成立に向けて取り組んでおられます。また、ＣＳＲ活動、まあ企業

の社会貢献活動のことですけれども、これなどを通してＩＴパークを地元の方に知っていた

だく努力などもしておりまして、商談会や見本市、これは大変大きなものもありますし、こ

ういったものには積極的に出店をし、営業活動を行っているというところであります。まだ

大きな実績は出ていないという状況でありますが、長期的な視点で構想の実現を支援してい

きたいと考えております。 

 ４つ目の国際大学のお試しサテライトオフィスの成果であります。この誘致における課題

や進出ニーズを把握するため、お試しでありますので本来のサテライトオフィスの誘致にお

ける課題、これを見極めたい。進出ニーズを把握するために、昨年の 12 月からこのお試し事

業に取り組みまして、本年９月 29 日に終了したところであります。この事業はより現実的な

企業ニーズの把握と立地環境などのオフィス誘致に必要なこういう条件の整理、誘致戦略を

策定することを目的とした実験事業であります。これは当初からそうであります。企業誘致

そのものが目的ではないということでありました。この部分をよくご理解をいただきたいと

思います。 

このたびの取り組みの成果ということでありますが、入居された企業からは非常に高い評

価を得ることができたと思っております。事業完了をしたこの、完了しましたが、国際大学

内でお試し勤務を継続しております。お試し入居企業が５社ありますが、このうち１社が東

京事務所勤務からサテライトオフィス勤務に切りかえた。要するにお試しではなくてサテラ

イトオフィスに切りかえた。２名が市内の実家から勤務、通勤をしています。要するにうち

の市内からそういう社員が出ております。また、１社がサテライトオフィス勤務のため、地

元出身の若者１名を新規に雇用をいたしました。ほかの入居企業４社についても、今後も市

内で企業活動を行っていきたいという意向がありまして、引き続き入居いただけるよう、各

企業と今、調整中のところであります。 

現在のオフィスについては、今のあの国際大学内のお試しのオフィスについては、ことし

３月下旬まで――これは延ばしたのですけれども――をめどに閉鎖をさせていただきまして、

来年４月以降は大和庁舎内のグローバルＩＴパーク内に場所を移していただく計画で、今、

進めております。このグローバルＩＴパークに国内企業であるサテライトオフィスの入居、

お試しをやめて今度は本当のサテライトオフィスとして入る皆さんが加わることによって、

多種多様な企業による相乗効果、これまでインド、スリランカに限定していたＧＩＴであり

ましたが、これらに日本の企業も入ってくるということで、新たなビジネスマッチングを期
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待するところであります。 

 なお、グローバルＩＴパークの空きブースの使用です。これについてはアダム・イノベー

ションズと協議が完了しています。サテライトオフィスからの入居企業は、市と直接の契約

を行いますので、これはこれまでそこがちょっと難しかったわけでありますけれども、又貸

し等には当たらないということにさせていただきたいと思っております。 

 ５番目の進出企業の従業員の入国の関係であります。現在そのアダム・イノベーションズ

以外の企業の外国人社員、これは商用の短期滞在ビザで入国をしています。このビザは在留

期間が最長でも 90 日間に制限をされているために、時間のかかるソフトウェア開発などは主

にやはり本国のほうで実施するケースが多いというように思います。本来ならば長期の滞在

ビザを取得ができて、入国をして活発に活動していただきたいという、これは当然そういう

ことでありますが、現段階では日本国の国法を順守し、その中で最善と思われる方法で企業

活動を行っているというところであります。南魚沼市としては今後も入国、これは滞在許可

などの、この規制の緩和について私どもも国に求めていきたいというふうに考えているとこ

ろであります。以上であります。 

○議   長  13 番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  ２ ＧＩＴＰ（グローバルＩＴパーク）南魚沼について 

ありがとうございました。私は細かいことといわれればそれまでなのですけれども、（１）

でありますが、一連の問題の中で、やはり一番最初、私はこの事業のときに、改装費が多分

2,700 万円くらいという話を聞いたと思うのですけれども、実際には 2,400 万円だそうです

が、これについては家賃で回収するから心配は要らないのだよ、という言い方をされた思い

があります。 

ですが、今の 7,000 円で計算しますと、16 ブースで考えますと、年間 134 万 4,000 円です

ね。それをすると大体 18 年かかるわけです。ところが、アダム・イノベーションズさんとの

契約というのは、７年から 10 年というような書き立てがありますが、そうするとどういった

ものかなと。ちょっと計算が合わないという感じがしますが、免除でありますので、３年間

は免除ということになるわけであります。こういったきちんとした契約に基づいた、そして

好物件を貸与してというあたりで、こういったことがもう少しきちんと確認しながらできな

いものかというふうに思いますけれども、この程度のことはしょうがないのだよというよう

な感じですか、ひとつお聞きしておきます。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ ＧＩＴＰ（グローバルＩＴパーク）南魚沼について 

先ほどちょっと答弁漏れがありましたね、６番目。今、議員がお話をいただいた……（「開

発費の」と叫ぶ者あり）大変失礼しました。これはちょっとおわびをいたします。平成 28

年度がそうですね、先ほど言った数字です。 

 これは今そういう免除をしておりますが、これも多分、ほかの議員の皆さんとのやりとり

だったかどうか。多分、岡村議員とだったと思うのですけれども、将来を見越して、今は減
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免の処置で頑張ってもらおうということは再三申し上げてきておりますので、繰り返すこと

はいたしません。不足があればまたご質問いただきたいと思います。 

○議   長  13 番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  ２ ＧＩＴＰ（グローバルＩＴパーク）南魚沼について 

金銭的な問題については、いろいろな条件が出てくると思うのですけれども、それぞれま

た報告してもらえばいいことではないかなというふうに思います。ただ１点、そのアダム・

イノベーションズという多分コンサル業をやっているという、特にまた外国人ということで、

協定書を見ますと、協定文書ですか、外国企業が日本で起業をするにはとか、そういうのが

全部私は知っているものだというふうに――コンサルですからね。だから、公と契約するこ

とに関して、こういった齟齬はないのが普通だと。その辺を私はどういう会社なのか、そこ

ら辺がやはりきちんと確認をしながら進んでいただきたいというふうに感じたところであり

ます。 

私は大前提が、売りの言葉が「雇用の場の創出」、そして、「将来の若者の働く場の確保」

という構想だということは、理解したいと思っています。しかし、いろいろの齟齬が、公と

契約を交わしながら出てきている部分に関しては、やはり市民から見ると、不確実な事業で

はないかとか、あるいはこの計画は一体どうなるものなのかと、すぐ 350 社と言うがと。私

が言っているような話になってしまいますけれども、そういったことがきちんと綿密に計画

されたものであると。そして、それらを市民が理解をし、そして望む、待ち望むというよう

な環境をやはり公がかかわるには、していかなければならない問題ではないかなというふう

に思っておりますが、所見があったら伺っておきたいと思います。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ ＧＩＴＰ（グローバルＩＴパーク）南魚沼について 

齟齬というよりも、私もこのカウシャル氏とかとやはり話す機会が結構あります。担当課

はもっと頻繁にやっているわけですけれども、日本とやはり外国における商取引の何て言う

のですかね、文化の違いといいますか、そういうことでかなり四苦八苦はしています。向こ

うもそうだと思います。こちらもそうなのです。こういうことを乗り越えていかなければ、

こういう事業はできないのです。わかっていて、こうだからもう絶対できますよといったら、

誰でもやるのですよ。そういうことではないことをやっているということを、やはり理解し

ていただきたいと思います。 

そして、将来にわたるいろいろな話をしていただきました。市民は非常に不安に思ってい

るといいますか、懐疑的に思っている。わかりません。私がでも思うのは、最近になりまし

て早稲田大学やそして六日町高校、ついこの間は国際情報高校に行って、さまざまな講演会

を行いました。この中で若者たちは、こういう事業に対しての話をしているときの私に対し

て、目を見開きますよ。地方都市が、雪国のこんな小さい市が、そういうことをやっている

のだなということです。だから、これは本当に将来に向けて頑張っていこうということです。

では、これをやらなかったら何があるのだということです。そういうことを思ってやってお
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りますので、市民の皆さんからそういう不安の声が聞こえたら、議員も一緒にそこにそうい

う気持ちにならずに、ぜひ、議員としての高邁な視点から、市民の皆さんを説得するくらい

の勢いで頑張ってください。これは期待です。 

○議   長  13 番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  ２ ＧＩＴＰ（グローバルＩＴパーク）南魚沼について 

先ほど言いましたように、否定をしているわけではなくて、その事業であると、構想であ

るということであるならば、公がやるものであるから、このビザの問題であろうが、そうい

った経験者が、アダムさんがそこに介在しているわけでありますので、もう少し齟齬のない

ような形が、それをきちんと改善ができるようであるかというところを、私は心配して話を

したつもりであります。 

３ 新ごみ処理施設建設について 

 次、時間が迫っておりますので、３番の新ごみ処理施設建設についてお伺いをいたします。

今回の報告では、燃焼方式、要するに可燃処理の焼却炉の問題ですが、燃焼方式がストーカ

式に決定されたと検討委員会では報告を受けたとこういうことであります。今後は施設群の

整備も検討し報告をするということであります。 

今現在、ごみの問題については、市も先頭になって食べ残しゼロ運動とか、そういった形

で減量化をどう進めるかという段階ではないかというふうに思っています。私は今後さらに、

この３Ｒに基づいた各種処理を考えていくならば、３Ｒを考えるならば、各種の要するにこ

れからプラント等は、どういうプラントが必要だかというあたりの能力ですよね。焼却炉で

あれば焼却炉の能力、それらが課題となっていくのかなというふうに思います。 

私がなぜこういうことを言うかといいますと、要するに投資価格が、額が、非常に規模に

よって膨大もなくかかるのではないかということを以前も申し上げたところでありますので、

あくまでも過大な設備投資にならないように、こういう施設建設にならないようにというこ

とを留意すべきではないかという立場でお話をするわけであります。 

なぜならばと先ほど言いましたが、当初 150 トン、要するに今、出ているごみは 150 トン

あるのだと。だから 150 トン、１億円で 150 億円かかるのだと。要するに焼却炉建設ですよ

ね、これね。そういった話であったのが、今回の報告をちょっと読んでみますと――今現在

のごみの検討委員会の資料はこの春までのものが公開されております。それを読んでみます

と、今現在のごみの量は 115 トンだと。そして、その中の 20 トンが生ごみだという報告にな

っています。非常に当時 150 トンと言っていた数字からぐっと落ちてきているなというふう

に私は感じたところでありますが、さらに減量は可能ではないかというふうな立場でありま

す。 

また、これから人口減少にもどんどんなっていくわけでありまして、そうしますと絶対量

が本当に少なくなっていくのかというふうに思います。また、私は生ごみについては、いろ

いろまた何ていいますか、あれがありますが、使用目的とかそういう形で言われると思いま

すけれども、大和地域にある有機センターですね、ああいったものを有効に利用することに
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よってこの生ごみなどは、別棟を私は建ててもいいと思うのです。それくらいのことでその

一般の堆肥という問題と、生ごみという部分と分けてもいいのではないかというふうな考え

方もしてしまうわけであります。それで 20 トンが軽減できるということも、１つのやはり要

素ではないかというふうに思っています。 

これから資源化施設を、プラントをつくったり計画も検討するわけでありますし、その中

には再生利用とか再利用ですね、これらの追及でますますもっともっとまた可燃物というの

は減らせるというふうに私は思っていますが、そういう点でこの可燃ごみ処理施設の当初

150 トンといった数字が、これからどの程度減っていくものと予想しているのか。その辺、

これから追及はすると思うのですけれども、私はそういった方向を追及していく、研究して

いくという方向をきちんと示していただきたいということでお聞きするところでございます。 

 次の第２点目ですが、去年１年間かかってあれをしました、公募による処理施設の建設位

置の問題ですが、不調に終わったわけでありますけれども、今度は市主導でやるという、選

定するということでありました。地域住民の了解は当然得なければならないわけであります

が、然るべき時点でやはり場所の公表というのはしていくものだというふうに思います。そ

れらのスケジュール等、手法、示されるかひとつお聞きします。 

 もう１点が以前に申し上げましたけれども、自己完結、地域完結ということになりますと、

最終処分場の検討というものがどういうふうになされようとしているのか。再度この機会に

聞いておきたいなということであります。以上です。 

○議   長  岡村議員、質問の途中ですが、総質問時間が６分を切っておりますので、

まとめに入っていただきたいと、質問者、答弁者とも簡潔明瞭な答弁でお願いいたします。 

 市長。 

○市   長  ３ 新ごみ処理施設建設について 

それでは、岡村議員の質問に答えてまいります。新ごみ処理施設の建設であります。新ご

み処理施設の建設に当たっては、処理量の予測から必要規模を算定し、過大となることなく

適正な規模の施設としてまいりたいと考えております。これは本当に議員とも同じ気持ちで

あります。そのためには綿密な処理計画の策定が前提となりまして、現在２市１町で調整を

しております。今年度中には２市１町の統一計画を策定する予定となっておりますので、ご

理解をお願いいたします。 

 ２つ目の質問であります。公募方式による建設地選定が、昨年度、不調に終わった。これ

はまぎれもない事実であります。このことから現在は行政主導で適地を選定しております。

今後交渉を行っていく方針であります。始めていると言っていいでしょうか。現在まで鋭意

候補地の選定を行っておりますが、いまだ明確に公表することはできません。この点につき

ましては深くおわびを申し上げますが、今年度中には皆様に公表できるよう努力をしてまい

りますので、よろしくお願いをいたします。 

 その選定となる周辺の住民の皆さんからご理解をいただくこと、これが第一であります。

最大限に配慮をさせていただいて、慎重かつ熱意を持って進めてまいります。然るべき時期
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がきましたらきちんと公表はさせていただきます。 

 最終処分場の３つ目の質問であります。可燃ごみの燃焼方式については、ストーカ方式と

することを検討委員会で決定しております。しかし、ストーカ方式は燃えかすとして現在の

溶融スラグではなく、これは多量の主灰ですね、主な灰、主灰が発生するために、現在の溶

融炉よりも最終処分をすべき廃棄物が増えることになっています。ストーカ方式を選択する

以上は、今後は最終処分場の検討もあわせて行っていく必要があることを、強く認識してい

るところであります。がしかし、新ごみ処理施設の建設と並行して最終処分場の検討を行う

ということは、今のところ極めて困難であります。まずは新ごみ処理施設の建設を最優先と

し、そのめどが立った後に、最終処分場の検討に入りたいと考えております。当面は県外へ、

現在も行っております最終処分場への処理委託を継続するほかはないというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○議   長  13 番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  ３ 新ごみ処理施設建設について 

私はごみについては何度も申し上げますけれども、３Ｒ、要するにいかにそのごみの量を

少なくするかという取り組みが必要だというふうに思います。資源ごみについても分別回収

になってみますと、十日町市へ行ってみるとボックスがありますね、集積場にボックスがあ

ります。そこで自分たちでビンを、あるいはプラスチック、ペットボトルを分けて出してい

ます。そして、分別するためには、それが大体今、主流になりつつあるのかなという状況だ

そうです。 

そしてまた十日町市では、先般新潟日報に出ましたけれども、紙おむつ、これを燃料にし

ようとしています。そしてもう一つ、私が行ってきた志布志市では、紙おむつ、それを再利

用する、再資源化しようとしています。そういったところまで徹底してやはりまず考えてみ

ること、あるいは聞いてみること。これから始めないとなかなか方向が定まらないのではな

いかと。やはり、情報を大事にしていかに適切な資源の再利用等をやり、量を減らしていく

かということに努めてほしいというふうに思っております。以上です。 

○議   長  以上で岡村雅夫君の一般質問を終わります。 

 質問順位５番、議席番号８番・永井拓三君。 

○永井拓三君  それでは、通告にしたがいまして一般質問を開始いたします。 

１ スポーツと健康との関わり合い 

 現在、医療費は増加の一途をたどり、さまざまな場面で医療費の重さが圧となっているこ

とは事実であります。その医療費を抑えるためには、まずは病気にならないこと、つまり予

防をしていくことこそが医療費を抑える一番の手段だと考えられます。また、年を重ねても

元気であるということはとても重要です。特に運動をすることで健康を維持する。中でも私

たちのような雪国でしかできないようなスポーツを中心に、健康維持のための運動を推進す

ることで医療費を抑えることができる、その可能性を模索することはとても大切です。 

雪国でしかできないスポーツ、それは私はスキーやスノーシューイングだと考えています。
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日本抗加齢医学会では、スキーはアンチエイジングのみならず健康増進のためによいという

ことを研究し、実証しております。運動強度、メッツという単位ですけれども、それで言う

とスキーはかなりの運動消費があるということも言われています。一方で最近では学校の中

でスキーをする機会が減少しているため、雪国の地元の人々のスキー参加機会が少なくなっ

ているようでもあります。その点も含めて以下のとおりに質問をいたします。 

 １、スポーツと健康増進について市はどのように考えているのか。２、スキー、スノーボ

ードを使った健康増進について考えはあるか。３、アウトドアスポーツの推進について考え

はあるか。 

 演壇からは以上です。 

○議   長  永井拓三君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長。 

○市   長  それでは、永井議員の質問に答えていきたいと思います。 

１ スポーツと健康との関わり合い 

 スポーツと健康との関わり合いということです。１番目の、市長どのように考えているか

ということです。極めて重要なことだと考えています。南魚沼市は市民がスポーツに親しみ

ながら健康増進を目指す、このスポーツ健康都市宣言を平成 27 年に行いました。身体を動か

すことについては、魚沼コホート研究というのがありました。あそこでも悪性腫瘍に対する

死亡率の低下ということまで報告をされていますし、多くの大学の実証実験などにおいても

医療費削減効果があることが報告され、これはもう国民的なもう皆がそう思っているという

ことだと思います。南魚沼市においても引き続き総合計画や第２次魚沼市スポーツ推進計画、

これらがありますので、これに沿った施策をやはり実践をしながら、実証しながら市民の健

康増進に取り組んでいきたい。このことは医療費の削減を当然含めて、極めて重要な問題だ

と考えております。 

 ２つ目のスキーとかスノーボードとかそういう冬のこういったものを使ったことについて

考えがあるかということですが、市内に 10 か所もスキー場を有している。湯沢町の 12 には

負けますけれども 10 か所。県内有数のそういう地の利を生かしまして、学校体育で実施をし

ているスキー授業などによる、小さいころから、スキーだけではないですけれども、そうい

うウインタースポーツに親しんでいただいて、スキーによる健康増進につなげたいというふ

うに考えています。 

現在、スキー場協議会の皆さん等にもかなりご協力をいただいておりまして、高校生以下

の児童・生徒と小中学生保護者に対しての市内共通シーズンリフト券の発行。よくこれ以上

に拡充、拡充と。拡充してもらいたいのです。もらいたいのですけれども、ここをやってい

ただいていることだけでも、ものすごいこれはすばらしいことだなと。この地にあってやは

りこういうことは行われているわけでありますからすばらしいことだと思います。こういっ

たことでスポーツへの参加を促進しているということであります。 

クロスカントリースキーについても、栃窪小学校を除きますが、全小学校において今、学
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校近くに練習コースが設置されている。こういったことも実は当たり前のように我々は考え

ていますが、大変すばらしいことなのだというふうに思います。これを、地域住民の皆さん

にもそこを使っていただけるようなそういうことも、これから共用できるようなことを検討

していきたいというふうに思っているところであります。 

今のところ私が申し上げたのは、子供たち、一部地域住民ということですけれども、全世

代に通じた――スキーは本当に今、年をとってもできますから。三浦さんのように 100 歳を

超えてもやる人がいるわけでありまして、お年寄りにも本当にスキーに親しんでいただいて、

これは大変、筋肉の大きな、このももの部分というのですかね、そういったところを使うわ

けでありますし、全身運動。確か昔読んだことに、最近は数字やちょっと横文字は忘れまし

たが、剣道に匹敵する運動量があるというふうに見てびっくりしたことを私も覚えています。 

 ３つ目のアウトドアスポーツの増進についてです。今、総合型地域スポーツクラブといわ

れているこの南魚スポーツパラダイスがあります。これは主として室内のスポーツ教室に取

り組んで、主にそこに取り組んでおりますことから、大原運動公園を拠点施設として市内２

番目となる総合スポーツクラブ。これは総合計画にも、こういうことを目指すという記載が

なされているのですけれども、立ち上げる準備を現在行っているというところであります。

第２のクラブでは、南魚スポーツパラダイスと重複をしない、そういう形で主にアウトドア

スポーツなどを中心として教室を開催し、市民の健康増進に取り組んでいきたいということ

であります。 

これは仮称ですけれども、「スポーツ＆ライフ南魚沼」これはベースボールマガジン社等が

主体で立ち上げを今予定しているということであります。平成 30 年、31 年はプレ事業期間、

ちょっと準備、助走期間。そして、平成 32 年度に正式の立ち上げを予定しているという状況

であります。 

○議   長  ８番・永井拓三君。 

○永井拓三君  １ スポーツと健康との関わり合い 

今の市長の答弁を聞いて、いわゆるスポーツ全般で南魚沼市は前向きであるということは、

よくよく理解ができました。少し細かい話をさせていただきますが、１番の部分で、ハーフ

パイプができました。スケートパークができました。トレーニング施設ができました。アク

ションスポーツの聖地にしていこうというような考えもよくよくわかる中で、一方で生涯に

わたってスポーツとつき合っていくという意味合いを考えていったら、例えば魚野川の周り

の河川敷にもっと長いランニングコースができるとか、あとはいわゆる市民が運動しやすい

環境を整える。例えば大原運動公園では確かに公園としては大きいし、施設としても整って

いる。しかし、そこに行くまでには結構大変なわけですよね、車を運転してという。そうい

うことを抜きにして、例えば河川敷でランニングができるような道をつくっていったりとか、

そのような細かいところの話を少し聞かせていただければなと思います。 

○議   長  市長。 

○市   長  １ スポーツと健康との関わり合い 
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河川敷のランニングコースとか、計画があるとかそういうことではなくて、思いというこ

とでよろしいですよね……（「はい、思い」と叫ぶ者あり）前からやはり思っています。私は

思っています。身近なところにやはりあるべきだと思いますし、さまざまあります。お年寄

りがこれから――何ていうのですか、すばらしいことなのですよ。爆発的に人数が増えてい

きます。そのときの状況というのは、かつて経験したことのないお年寄りが多いという状況

が生まれてくるわけで、この中で健康増進、健康寿命の延伸というのがもう最大のテーマに

なってくるというふうに思います。これに備えてやはり歩く。走るだけではないですね、そ

ういう歩くコースとか、そういったものを携帯アプリ、先ほどから話が出ているＧＩＴパー

クとか、そういったところの皆さんと一緒になって。今あれですよね、糖尿病とかもコーチ

ングするアプリがありますよね。やっている会社が入っているわけです。そこで万歩計がつ

いて、それを逆にお医者さんや看護師さんやさまざまな皆さんがいるかのようなアプリの活

用で、市民一同がそういったものに参加できるとか、そういうことというのはものすごく考

えていっていいのではないかと思っています。私としてはこのくらいで、済みません。 

○議   長  ８番・永井拓三君。 

○永井拓三君  １ スポーツと健康との関わり合い 

本当にこれから将来的にいったら、高齢者の数はどんどん増えていきますし、高齢者が増

えていくと同時に、先ほどから議論のもとになっている医療費がかなりかさんでくると。そ

れをじゃあ予防しましょうと。予防するためには運動が必要ですという順番で話を、今、議

論しているわけですけれども。 

今後、今、市長がおっしゃっていたような、具体的に言うとヌームのような会社が、ＧＩ

Ｔパークに入って、本当にこれからＡＩであったりＩＯＴだったりという時代が確実にくる

わけですよね。そこと健康をどのようなデバイスを使って増進していくかというのは、とて

も重要なわけです。アップルウォッチが出てきたりとか、スマートウォッチをいろいろな会

社がつくっていって、気がついたら脈拍まで測ってくれていたり、そんなものもどんどん出

てくるわけです。でも、同じように重要なのは、それを指導してくれる人間なのかとも思っ

ているのです。 

ちょっとここは少し膨らんだ話になってしまいますけれども、健康運動指導士といったよ

うないわゆる運動することによって健康を増進していきましょうというような動きをしてい

る人たちが、今、市内にどれくらいいるのか。そのあたりが把握できて、例えばそれが今業

務として保健師がやっているのですよとか、あとは医療の範囲の中でやっているのですよと

いったところで言ったら、どのような範疇の中でこのようなことを展開されていますか。 

○議   長  市長。 

○市   長  １ スポーツと健康との関わり合い 

今、議員のおっしゃったその健康運動指導士ですか。ちょっと私が勉強足りませんで、そ

こまでわかりませんので、わかっている部署があれば答え……（何事か叫ぶ者あり）それで

は担当の部長課長に答えさせます。わかる範囲で。わからなければわからないで答えさせて
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もらいます。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  １ スポーツと健康との関わり合い 

今ほど議員がおっしゃいました健康運動指導士の部分につきまして、申しわけございませ

ん、私どものほうでその部分の把握ができておりません。健康を増進、健康のままでいこう

ということで市の取り組みとしますと筋力サポーターの方々の、これはかなり高齢者の方が

対象になりますけれども、そういった部分での活動というのが一番大きなものかというふう

に考えております。 

○議   長  ８番・永井拓三君。 

○永井拓三君  １ スポーツと健康との関わり合い 

わかりました。とにかくデバイスが発展しても、設備が整っても、最終的に健康を増進す

るのは本人の問題ですし、その本人に対して適切なアドバイスをしてくれたり計画を練って

くれたりするというのは、確かにアプリでもできる部分はあると私も確信しています。でも

やはり、人を相手にするのは人でしかないと思っているので、今後そのような人材育成も含

めて、健康指導ができるような立場の人たちを増やしていくことが、南魚沼市のある意味で

は運動に対する魅力になるのではないかなというふうに思っていますので、ちょっとそのあ

たり、今後、少し調べを進めてもらえればなと思って２番に移っていきます。 

 先ほど申しました健康運動指導士も含めてですけれども、運動強度というものがあって、

その運動強度にしたがっていろいろなものを測っていけばいいのではないかなというふうに

思っているのですけれども。先ほど市長もおっしゃっていました、スキーが剣道と同じくら

いの運動量があるというような話。同じような話は読みましたし、簡単に言うとスキー１時

間の滑走というのは、大体 60 キロくらいの体重の人で 500 キロカロリーくらいを使うという

ような話です。つまり８キロくらいのジョギングと同等の運動がスキーを滑っているだけで

得られると。ちょっとびっくりなのですけれどもね。リフトに乗って山のほうに行って、リ

フトを使ってもやはり 500 キロカロリーは使っているというような話です。足を固定されて

バランスをとりながら筋力を使って運動しているわけですから、それくらいあっても当然な

のかなとも思いますし。 

今後、私たちの市でしかできないわけですよね。雪国でしかスキーはできないわけで、東

京都でできるわけではないので。例えば観光という部分も今では単純なるスキー観光で 100

万人くらいの方が訪れるというところを、健康増進という視点でアンチエイジング、例えば

60 歳以上の人たちを対象にスキーで健康を求めにきませんかという視点も、私はありなので

はないかなと思っています。そのあたりについて、市として市民に対してこれからどんなこ

とをやっていけそうなのか。あとは県外の人に対してどんなことが取り組めるのかというよ

うな、ちょっと市長の視点をお願いします。 

○議   長  市長。 

○市   長  １ スポーツと健康との関わり合い 
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今、ここにお聞きしていて、今浮かんでくるものをちょっと話をさせてもらうので、こう

いうことが絶対ありますというということではないところだけ、ちょっとお願いします。 

 例えば医療型、滞在型の観光とかということをよくここでも話をしていますが、例えば人

間ドックを受けて――今、ふるさと納税にも入ってきてうれしいわけですけれども、受けて

さらにそういった人たちは重篤な患者さんではありませんから、調査にいらっしゃる方なの

で、健康な方。だから、山登りやスキーを楽しんでもらう、そしておいしいものを食べても

らう、宿泊もしてもらう、ということでいい方向性ではないかと思っていつも話をするわけ

ですけれども。この中にアクティブスポーツとして楽しむ、スキーという視点だけではなく

て、そういう要するにスキー教師から教えてもらうだけではなくて、その人があわせ持って

いると思いますけれども、そういう健康の視点からのスキーということを訴えて、お客さま

の呼び込みをするというのはすごくすばらしいことではないかなと思います。 

そういう視点こそこれから大事かなと。これはスキーに限らずだと思います。そういうこ

とが、例えば今いる皆さん、スキー教師の皆さんが、そういうことを勉強されてこの資格を

取るとか、あったらもっといいのかな。ちょっと素人考えですけれども、そんなふうに思っ

て聞いておりました。 

○議   長  ８番・永井拓三君。 

○永井拓三君  １ スポーツと健康との関わり合い 

まさに今、市長が言われたようなことが目指すべき姿なのではないかなというふうに私は

感じているのですけれども、今後本当に考えていかなければいけないのは、ただ単純に観光

スキーをしてくださいというだけではなくて、スキーを二次的に、スキーを使うとこんなこ

とが考え得ると。健康増進であったり。そうなると、例えばそれは産業振興の部分だけでは

語りきれない。健康というところがキーワードになってくると横の連携が必要になってくる

はずなのです。 

そういうことも含めて今後は、スキーという雪国でしかできないようなスポーツをやはり

最大限生かしてもらって、長期滞在型、健康増進を目的としたヘルスツーリズムというよう

なところにもつなげていってもらいたいというふうに感じています。 

 ３番に関しては、今の答弁の中にほとんど含まれていたと私は感じましたので、今後スキ

ーだけではなくて、いわゆる登山、アウトドアスポーツというものの中での健康増進を、訴

えていってもらいたいないうふうに思いまして、今度大項目２番に移りたいと思います。 

２ 生涯学習のこれからについて 

 １番に引き続き、生涯学習という部分ではまたがるかもしれませんけれども、人は一生学

ぶもので、学びこそが人の生きがいであるということは自明の理ですが、生涯学習とは幅広

くて、例えば室内でやるものもあれば屋内で学ぶものもある。そして、美術のように目で見

て学ぶものもあったり、幅広いのですけれども、それは市民のためだけではなくて、今後潜

在的にいるだろう移住してくる人たちという部分の観点も含めて、魅力的な市をつくり上げ

る上で大切なことだと思っています。市の１番、生涯学習の計画についてお答えください。 
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○議   長  市長。 

○市   長  ２ 生涯学習のこれからについて 

永井議員の大項目２つ目、生涯学習のこれからであります。本来であれば教育分野にまた

がっておりますのでということなのですが、私のほうからほかのところで市長部局側の答弁

も必要になるものですからやりますのでお願いします。 

 市の生涯学習のことでありますが、この計画、平成 27 年度に策定をされた後期教育基本計

画の中で生涯学習、社会教育推進編としてまとめられた、よく言葉が出ています、「まなびの

郷南魚沼プラン」として計画をされています。生涯学習というのが――もう何度も聞いてい

ますか、人が自己の人格を磨いて豊な人生を送ることができるように生涯にわたって行う学

習のことであると、大きい意味ではそういうことだということです。このプランではそれを

支援する体制づくりを進めることとしています。 

このプランの中では「学びあい、教えあい、伝えあい、そして輝く、わたしと地域」とい

うことを基本理念としていて、子供・大人・高齢者の各世代に即した生涯学習プログラムを

実施することとしています。さらに子供から高齢者まであらゆる世代が交流をして、世代継

承、地域社会の伝統文化の継承、現代社会に適合した学習機会の場を市内で提供することと

しています。これらの計画を通じて生涯学習を実現する環境づくりに努めていく。きゅっと

した過ぎた回答になっているかもしれませんが、以上でございます。 

○議   長  ８番・永井拓三君。 

○永井拓三君  ２ 生涯学習のこれからについて 

改めて本当に生涯学習というものは、魅力的な市をつくり上げる上でとても重要なことだ

ということは、皆さんご承知のことがゆえに、いろいろな議論が展開されているのではない

かなというふうに思っています。大事なのは議論を展開してぶつけ合っていく時間の長さな

のか。それとも、ぶつけながらももう実行していくのか。そのあたりがやはり考え方によっ

て随分違うと思うのです。議論をし続けることは当然重要だとは思うのですけれども、トラ

イ・アンド・エラーなしにものごとは進んでいかない。いつまで議論しているのだろうなと

いうのが私は率直な感想なのです。 

生涯学習センターができるということも含めて、確かに議論というのは必要なのかもしれ

ない。必要なのかもしれないのですけれども、既に生涯学習を自分たちで動いている人たち

もいるわけです。お料理教室をやる人がいたり、盆栽の教室をやる人がいたり、あとは文化

のことを語る図書館のイベントがあったり、もう既にやられている方がいる中で、やってい

る人はいる、でも議論も続いている。議論が終わることがなかなかない。議論が終わらない

から生涯学習センターができない。生涯学習センターはいつできるのか、なかなか見えてこ

ない。見えてこない中で、市民はプログラムを求めている。そういうことをいろいろ考えて

いくと、早急なる実現が必要なのかなと思っているのです。生涯学習センターは、どのよう

なプランで計画されていますか。 

○議   長  市長。 
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○市   長  ２ 生涯学習のこれからについて 

この点につきましては、教育部のほうから答えさせますので、よろしくお願いします。 

○議   長  教育長。 

○教 育 長  ２ 生涯学習のこれからについて 

今ほど永井議員の言われるように、議論の大切さと取り組むことの大切さということで、

十分わかっております。教育委員会としては並行して進めているつもりであります。今ほど

の生涯学習センターのその芽については、市民会館の旧図書館の場所で展開してまいりたい

というふうに思っております。今後は行政任せではなくて、市民が主体的にという部分が大

切でありますもので、ことしの動きについてご説明しますが、今までの既存の行政の講座だ

けではなくて、例えば永井議員のやっている勉強会だとか、諸々の勉強会に「まなびの郷南

魚沼」というロゴをつけながら、国際大学、情報高校、各高校、そういう研修があるところ

については、全部これで統一しながらやっております。 

来年度からいよいよ具体的に、このまなびの郷委員会についても、モデルプランを実施し

て参るつもりでありますから、ことしについては議論ばかりやっているのではないかなとい

うふうに見られがちではありますが、着実な一歩、そしてさらに来年は着実な一歩を進めて

まいりたい。そしてこのように、この過程を大切にすることが、今、市長の掲げる「若者が

帰ってこられる、住み続けられるふるさと・南魚沼」の実現につながるものと確信を持って

今進めているところでございます。 

○議   長  ８番・永井拓三君。 

○永井拓三君  ２ 生涯学習のこれからについて 

生涯学習センターの件、計画については、今のようなパターンで進んでいくのはわかりま

した。では、少し具体的な話をお聞かせいただきたいのですが、例えば事業計画を立てるの

であれば、どれくらいの規模の生涯学習のプランが持ち上がってくるだろうか。それが今ま

で行政主導だったものから、民間にもある程度は広げていきますよと。では、民間からはど

れくらい上がってくるのではないかなというような予測であったり、例えばセンターをつく

って実際に動き出しても閑古鳥というわけにはいかないわけです。例えばその稼働率がどれ

くらいになるのではないかとか、例えばその稼働率も含めて生涯学習センターは市民会館の

ところにできる。でもそれに匹敵するようなものが図書館の多目的室にもある、塩沢の公民

館にも部屋はある、大和にもあります。いろいろな地域にいろいろなそういうことが可能な

部屋があるのですけれども、そこの稼働率も上げながら生涯学習センターも上げていくのか。

そこをほとんど使わないようにして生涯学習センターに事業の中心になってもらうのか。そ

のあたりによってはこの周りの施設の使い方も変わってくると思うので、そのあたりの見解

をお聞かせください。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 生涯学習のこれからについて 

この点につきましても教育部のほうから答えてもらいます。 
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○議   長  教育長。 

○教 育 長  ２ 生涯学習のこれからについて 

まさにその点についてご説明しますが、総合支援学校の成功は、市全体がキャンパスとい

うことで、私は成功したと思っております。その件から言いますと、永井議員の質問に答え

ますが、ベースは市民会館の図書館の部屋ではありますが、市全体の公共の施設、それから

国際大学、それぞれの高校で行われるありとあらゆるところへ、そういう生涯学習の場がで

きればいいというふうに思っております。来年度に向けて今、社会教育課では新年度予算に

向けて、この１年間やった中で次年度以降の来年の計画ができておりますもので、この後社

会教育課長のほうから答えさせていただきます。 

○議   長  社会教育課長。 

○社会教育課長  ２ 生涯学習のこれからについて 

まなびの郷南魚沼につきましては、来年度から本格実施ということで検討させてもらって

おりますが、今現在も、公民館事業でそれぞれ生涯学習活動ということで盛んにしておると

ころでございます。来年度につきましては、まなびの郷南魚沼プランに掲げられております、

地域の自然だとか伝統だとか文化だとかそういう継承を意識した新たなプログラムをモデル

事業として、大人・子供それから高齢者、各世代にわたって２講座、全６講座について実施

をしていきたいというふうに考えております。 

 この展開につきましては、生涯学習センターを中心に行っていくということでございます

が、図書館、それから各公民館、いろいろございますので、連携を図りながらその中で実施

をしていきたいというふうに考えてございます。以上でございます。 

○議   長  ８番・永井拓三君。 

○永井拓三君  ２ 生涯学習のこれからについて 

わかりました。私も非常勤ですが大学で教員をしているので、本当にそのプログラムの大

切さって本当に重要なのです。先日、大学のいわゆるシラバスを見ていたら、学部問わずこ

んなところまで、こんな幅広い授業の選択範囲があるのかと思って、ある意味で本当にうら

やましく思ったわけなのです。そういうことを考えていくと、生涯学習のプログラムという

のは、多岐にわたればわたるほど、本当に魅力的な生涯学習のプランになっていくと思いま

すし、それを市民が選択できるという喜びというのは、もう何にもかえられないものになっ

ていくと思います。 

これは本当に、これから南魚沼市が南魚沼市であり続けるために人材を育成していくこと

や、これから南魚沼市に戻ってきてもらえるような人たちが増えるきっかけにもなっていま

すので、本当に少ないプログラムではなくて、人が来なくてもプログラムだけはたくさん用

意しておくというようなことを推し進めていってもらうことで、私は南魚沼市の生涯学習が

どんどんよい方向に進むのではないかというふうに思いまして、２番に移ります。 

 市長の方針の中でも、南魚沼にはＵターンしてきてもらいたいと。魅力ある市になってＵ

ターンしてきてもらいたいという思いがあると思います。そのあたり、対若者に対して魅力
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あるというのは、働き口だけではなくて、南魚沼に戻ってくれば子育ても含めて生涯学習に

参加しやすい環境がある。先日、六日町の育成会の、今度の 19 日のイベントで私 40 前にし

て初めてハンドベルというものをやって、何かおもしろいなと思ったのです。私、全然音楽

に頓着はないのですけれども、そういう機会をもらって、ああ、おもしろいなと思った。そ

れも生涯学習の１つなのではないかなというふうに感じたところなのですけれども。子供が

育てやすい環境。対子供、対若者に対して用意されている生涯学習のプログラムがあると。

その生涯学習というとどうしても高齢者に向けてのようなイメージがあるのですけれども、

対若者、対子供向け、子育て世代に向けてとか、いろいろな視点からいった若年世代に対す

る魅力をどうやってつくっていくか。そのあたりに対してビジョンがあればお聞かせくださ

い。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 生涯学習のこれからについて 

今、永井議員が話されていることをまさにやっている、狙ってやっていくということをず

っと聞いておりますので、この点につきましても教育部のほうから答えてもらいます。 

○議   長  教育長。 

○教 育 長  ２ 生涯学習のこれからについて 

永井議員の言われるように、生涯学習というと年配の方のことが主に考えられてきたわけ

でありますが、ここ何年か南魚沼市で進めている方向は、今、言われましたように子供、若

者、高齢者ということで、３分割ということではありませんが、わかりやすく世代を区切り

ながら講座をつくり、またそれが連携できるような取り組みでやってまいりたいというふう

に思っております。 

その中できょうも図書館の多目的室でいろいろの講座があります。私はここに極力出るよ

うにというか、出たいと思って出ております。とても魅力ある講座です。これは公民館、教

育委員会の既成の勉強会や講座ではなくて、若い女性の方が言い出したり、Ｕターンしたコ

ーヒーを研究している若者が講座を開いたり、山登りをしている若者たちが講座を開いたり

ということで、こういう動きについては南魚沼市特有の魅力ある動きであると私は思ってお

ります。先ほども話が出ましたように、市民会館だけではなく、図書館の多目的室で育った

このいろいろの年代、いろいろの若者、男女を問わず起きているこの活動を大切にしてまい

りたいというふうに思っております。 

○議   長  ８番・永井拓三君。 

○永井拓三君  ２ 生涯学習のこれからについて 

今、教育長の答弁のとおり、南魚沼市ってとてもおもしろい地域だなと私は思うのですけ

れども、いわゆる民間の人たち、特に若い人たちが何かおもしろいイベントをぽこぽこやっ

ては人を集め、やっては人を集めということを繰り返しているのです。たまたまそれが図書

館にとてもきれいなスペースができた数年前から結構起こり始めたのではないかと思ってい

ますし、逆に言ったらそれまでみんな何をやっていたのだろうというふうにも思うのです。 
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今後は今おっしゃっていたような、把握はしているのだよと。図書館でそういう若い人た

ちが対子供向けにとか、対若者向けにやっていることは把握しているのであれば、例えばそ

れを行政と一緒にプログラム化していきませんかというような動きも、先ほど言っていた南

魚沼プランのロゴを入れてもらう、一緒に人を集めるような作業をする。そのような作業人

員も例えば生涯学習センターの中の業務内容になるのであれば、より一層人の交流が増えて

いっておもしろい地域になるのではないか。 

それに対して、例えば先ほど前の質問者のときにも出たようなＬＩＦＥ・ｉｎとか、ああ

いうライフスタイルを出していく。雑誌に載っていくことで、いろいろなところで人がそれ

を見ていく。もしかしたら南魚沼市だけではなくて、十日町から人が来るかもしれない、長

岡から来るかもしれない。もしかしたら東京から来るかもしれない。そういう可能性にかけ

ていったらどうかと思うのですけれども、今後その生涯学習センターの人員の作業、業務内

容についてその民間のイベントを把握して、一緒に共催していくような能力、業務内容がで

きるのかどうか。そのあたりをお聞かせください。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 生涯学習のこれからについて 

じゃあ、これは関連がありますので、このまま教育部のほうから答えてもらいます。 

○議   長  教育長。 

○教 育 長  ２ 生涯学習のこれからについて 

まさに永井議員の指摘のとおりの考え方で進めてまいりたいと。今まではどうしても行政

主導で、行政がこの講座ということでやっておりましたが、私はその組み立てる過程にこそ

重要性があるというふうに思っております。そういう面では行政の職員としてはそういう場

をつくったり、大勢の人たちが議論したり考える場をつくっていきたいと。その拠点が市民

会館の旧図書館の部屋であり、今スタートしている図書館の多目的室であるというふうに思

っております。今後行政が下支えをしながら、より多くの人がかかわれる体制をつくってま

いりたいというふうに思っております。 

○議   長  ８番・永井拓三君。 

○永井拓三君  ２ 生涯学習のこれからについて 

わかりました。２番は本当に今の答弁のように進めてもらえれば、円滑に進むのではない

かなと思います。 

 最後に３番です。ＣＣＲＣと生涯学習の関連性について少しお尋ねします。先日も新潟日

報に載られてました。元南魚沼の職員の方で、スキーのインストラクターをやりながら、そ

れを英語でやっていくと。それは３年くらい前からお話は伺っていまして、去年実際に湯沢

町でその現場を私は目撃しました。いろいろとお話を聞いていると、対外国人、特に初心者

に近い人たちを相手にそれほど難しくない英語でスキー教師をすること。それである程度の

収入が見込めているわけです。それってとてもすばらしいことで、私はＣＣＲＣという事業

の中で求める人材というのは、その方は元職員で南魚沼市出身で、南魚沼市から大学のとき
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に外に出たようなふうには聞いていますけれども、移住ではないわけです。でも今後、私た

ちがＣＣＲＣ事業で求めていくような人材と。どうしてもＣＣＲＣというとハードウェアの

話ばかり、建物の話ばかりになっていくのですけれども、私はもう全く別ものだと思ってい

て、建物は建物、人材は人材だと思っています。人材をこれからどのような関連性をもって

ＣＣＲＣ事業、生涯学習を進めていけるような人材を求めていくのか。このあたりについて

お聞かせください。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 生涯学習のこれからについて 

まず、このまなびの郷南魚沼プランにちょっと入った後でＣＣＲＣの話をします。この学

びの循環による人づくりと地域の活性化を目指した計画。繰り返しみたいなことを言って済

みません。こういう計画ですね。ＣＣＲＣ構想は生涯活躍のまちづくりとして、その地域資

源を最大限に活用して移住をされたそういう皆さん――先ほどの今井さんという方の英語教

室の話、私もすばらしいと思いました。その移住された方に限りませんが、、そういう皆さん

の活躍の場、学び直しの場ともなるという部分もありますし、よく言っている、今まで蓄積

された培ったノウハウをぜひ、この場で活用してほしいと。新しいセカンドライフとしてや

ってもらいたい。そういうことが目的となっていることは十分ご理解いただいていると思い

ます。 

ともに学び合いながらよりよい南魚沼市を築いていける。まさにＣＣＲＣの本当の意味の

目的はこういうことでもあるのだろうと、先ほど議員もそういうことを話されましたが、私

もそのとおりだと思います。この推進に当たって、南魚沼のまちづくり推進機構、こういっ

たところとも連携をし、情報共有を行いながら具体的なメニュー整備や検討を行っていく。

まさにもう既にそういうことを始めていますので、すごい我々が思っている以上に、実はさ

まざまなことが始まっているというふうに、多くの方は理解していただいていると思います

が、まだまだその辺が実際のところはよく伝わっていないのかなと思います。この今の生涯

学習のまなびの郷プランとも、一緒になって前に出ていって形が見えてくるものだろうと、

また、そういうふうにしていくべきだろうと思っています。 

○議   長  ８番・永井拓三君。 

○永井拓三君  ２ 生涯学習のこれからについて 

本当にＣＣＲＣ構想というと、先ほども申したとおり建物ばかりに目が行って、そこをた

たこう、たたこうという人たちがいるように私は感じてしまうのですけれども、一方で事業

全体を見てみると、建物を建てるということと同じくらいの比率で、人をやはり呼び込んで

いこうと。私も移住してきた身ですから、移住してきたからには何かをしてみたいとか、何

かをしなければいけないなというような、ある意味では使命感ではないですけれども、何か

をやっていかなければいけないなと思う部分はあるわけです。ＣＣＲＣでこれからどれだけ

の人が流入してくるかという部分は、ある意味では未知数であって、本当に可能性がある部

分だとは思っています。 
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そういうところも含めて生涯学習という１つのツールで、１つの方法で何かを図るのであ

れば、例え建物がうまくいかなかったとしても別の方法で人が流入してくれれば、事業の達

成率としては半分くらいはそこでもう見込めるわけなので、なかなか事業の達成率 50％出す

ってそんなに簡単なことではないと思いますよ。それがゆえにＣＣＲＣでとても重要なのは、

建物に対して人が入ってきてもらって税収を上げようという部分だけではなくて、人が入り

込んできて、新たな流れをつくってくれるとか、今までに南魚沼にはなかったような考え方

であったり、手法であったりで、何か新しい仕事が生まれているね、というような風であっ

たりというところを期待しているのです。今現在、知り得るところで先ほど前質問者のとき

におっしゃっていた移住者の数の中で、新規事業も含めて何かこちらでやられている方はど

れくらいいるのでしょう。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 生涯学習のこれからについて 

私個人、市長になりましてからこういうところをちょっと感じています。自分でやはり今

まであまりよくわかっていなかったのです。でもやっぱり私にいろいろ話があり訴えてくる。

最近はＳＮＳも使いますし、さまざまなことでずっとリサーチをして、自分なりに、やって

いると新しい芽がどんどん育ってきていると私は思っておりますし、そこを伸ばしていきた

いという思いです。ただ、もっと具体的な事業を担当している特命部長のほうから、ちょっ

とその点については答えてもらいたいと思います。 

○議   長  地方創生特命部長。 

○地方創生特命部長  ２ 生涯学習のこれからについて 

具体的な活躍事例といいますか、そういったご質問かと思います。先ほどの議員の答弁の

中でも申し上げましたが、まずはここに、この市に来ていただく。それから２地域居住とい

うような形で、こちらにいていただく時間をだんだん延ばしながら移住定住に、というよう

なお話をさせていただきました。先ほど申し上げましたその 10 人の中にどれだけということ

もありますけれども、例えば舞子にありますマンションに住まわれて、これは２地域居住を

されながら六日町の駅西に子供服のお店を出されたとか、その方はもう 30 年も前から持って

いらっしゃいますので、地域の中にお仲間もたくさんいらっしゃるというような方でござい

ます。 

また、今回のＣＣＲＣ一連の事業の中でこちらにいらした方も、湯沢のマンションを持た

れながら、会社での経験を生かされて、このたびはＩＣＬＯＶＥの中の講座を１つ講義を持

っていただくというようなこともしていただいております。 

先ほどの市長の答弁の中にもありましたとおりで、まなびの郷南魚沼、これは生涯学習と

いうものでもありますが、産業振興の場面ですとかいろいろな部分で活躍いただけるという

ことだと思いますし、地域の皆さんとその場でまた交流が広がって活躍いただけるという形

になろうかと思います。以上です。 

○議   長  ８番・永井拓三君。 
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○永井拓三君  ２ 生涯学習のこれからについて 

今の答弁でもよく理解できました。これは本当に複雑に考えていかなければいけない部分

は多々あるのですけれども、これはもう本当に大項目１番のときにも言ったとおり、１つの

部署だけでものごとを考えるのではなくて、例えば教育、生涯学習というのは教育ですよと。

確かに教育なのかもしれない。だけれども、例えば英語を話すことができるようになれば、

スキーというものを使って英語教師をやって収入を得るようなことにつなげられるというの

は、教育だけの問題ではなくなってくるわけです。 

そうすると、かなり大きな範囲で横の連携が必要になってくるのです。それを例えば南魚

沼プランを考える委員会も、教育、教育というほうに突き進むのではなくて、それがいかに

産業と連携できるかというような横連携を、やはり広く考えてもらいたいというふうに、私

は今の答弁を聞いていて感じました。 

本当にこれから魅力ある市、Ｕターンしてくる人たちが増えるということも含めて生涯学

習は大きなキーワードになってくると思っていますので、そのあたりの整備をどんどん進め

てもらって、建物だけがＣＣＲＣではない。人を育てていく、人をやはりどんどん流入して

もらって新しい風を吹かせてもらうことに期待しまして、一般質問を終わります。 

○議   長  以上で永井拓三君の一般質問を終わります。 

○議   長  休憩といたします。再開は３時 30 分といたします。 

〔午後３時 06 分〕 

○議   長  休憩を閉じ、会議を再開します。 

〔午後３時 30 分〕 

○議   長  質問順位６番、議席番号４番・吉田光利君。 

○吉田光利君  お疲れさまです。新人の吉田でございます。緊張の初質問ですが、よろし

くお願いします。 

１ 三国川ダム観光について 

 このたびの市議会議員選挙において、オール五十沢をスローガンに、とにかく元気な地域、

南魚沼市を目指し、戦ってまいりました。今回、一般質問のチャンスをいただく中で、元気

に活性化するには、まず人が集まらないと。いや、集めないと、経済的にも人的交流面でも

南魚沼市は活性化しないと考えております。人を集める手段としては、観光事業の活発化が

即効性もあり有効的であります。 

そこで、地域南魚沼市を元気にする格好の活性化ツールであります三国川ダム観光につい

て質問をさせていただきます。改めて私が申すまでもなく、三国川ダムは南魚沼市にとって

洪水調整、流水の正常な機能維持、水道用水、発電と役割機能、三国川ダム貢献は絶大なも

のがあります。さらに忘れてならないのが、南魚沼市にとって大きな観光資源でもあります。

しかしながら、平成 23 年豪雨災害。ことしの落石危険によるダム湖周辺道路通行止めは、ド

ル箱の周辺散策をはじめ、観光不振の致命傷となっております。利用者はピーク平成 21 年

17 万 8,000 人から恐らくことしは 11 月 12 日現在約３万 9,000 人。どう見ても５万人割れは
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必至の状況にあります。 

観光客激減の中、日々、血のにじむ経営努力を続けている一般財団法人しゃくなげ湖畔開

発公社をはじめ、周辺観光事業関連にとっては死活問題であります。また、平成 15 年、ＮＨ

Ｋ朝ドラマ「こころ」、平成 21 年大河ドラマ「天地人」の恩恵を、一過性ブームとし、これ

を生かせていない現実は大いに反省させられるところと考えます。 

三国川ダムで行われる目玉のビッグイベントのロードレースは、日本一のコースであると

高い評価をいただいています。アップダウンがすばらしく、真の実力者が力を発揮でき、行

き止まりの立地条件から交通規制の必要がなく、専門家からはコースとして絶好な地形と絶

賛されております。四季それぞれの景色の見事さ、おいしい食べ物、そして何よりもスタッ

フの笑顔、心のこもった暖かいおもてなし、対応が大人気であります。 

レースは２日間で実施され、参加者及び観光客は北海道から沖縄まで全国から大勢の方か

らお越しいただき、確実にリピーターも増えています。ことしの中止は、宿泊、日帰りを合

わせたお客さまの直接、間接経済効果、周辺観光、地域活性化への影響は非常に大きく、ま

た、全国のファンから残念の声があまりにも大きく、反響は驚きでありました。なぜ、市及

び関係者の大変な努力にもかかわらず、ことし中の復旧ができなかったのか。地元市民の思

いは切実であります。 

以上を踏まえて観光振興の観点から、１番目としまして三国川ダムの観光について目標と

方向づけをどう考えるか。２番目に現在通行止めとなっている周辺道路の早期な復旧が必要

と考えますが、どのように取り組むのか。最後、３番目としましてロードレースと三国川ダ

ム観光の協調を推進すべきと思うが、どう思うか。以上、壇上より３点、林市政のお考えを

お伺いいたします。 

○議   長  吉田光利君の質問に対する市長の答弁を求めます。 

 市長。 

○市   長  それでは、吉田議員のご質問に答えてまいります。 

１ 三国川ダム観光について 

 三国川ダム観光についてであります。まずはこのダム観光について、市として目標と方向

づけをどう考えるかということでありますが、三国川ダムとその周辺にはインフラ・ツーリ

ズムという新たな資源として近年、注目を浴びております、ダム施設やダム湖のほか、グラ

ウンドやキャンプ場、十字峡、中ノ岳、丹後山など多くの観光資源があり、グリーンシーズ

ンには多くの観光客が訪れております。 

しかしながら、議員ご指摘のとおり、平成 23 年度の水害やその後の落石等によります水源

施設の破損、これらによりまして売店、そしてオートキャンプ場等の営業中止が続いており

ます。さらにことしの春には、県道への落石危険箇所が発見をされたということのために、

通行止めとなりまして、このロードレースも中止となりました。議員言われるとおり、これ

らがしゃくなげ湖畔開発公社の収支や地域経済に大きな影響を与えていることを、私も危惧

をしているところであります。 
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 三国川ダムを中心としました観光は、市の観光振興にとって大切な資源であることから、

こうした諸問題の早期解決を目指して、安心して観光客が訪れることができるよう取り組み

を進めたいと考えております。また、将来はしゃくなげ公社が市からの指定管理委託料や運

営費の補助などによらず、独立採算による運営ができるようになることを目標に、我々は支

援をしていきたいと考えております。 

 ２つ目の現在通行止めとなっているその周辺道路、この復旧を市としてどのように取り組

むかということであります。今年度はコースを一部変更して、ようやく第４回グルメライド

を開催することができましたが、10 月に開催を予定されていた全日本実業団自転車競技連盟

が主催されるロードレースは、ご指摘のとおり中止となりました。非常に残念なことだと私

も考えております。 

ただ、大変なやはり上部にある巨石、これは大きなものがありまして、落ちた石も大きか

ったですけれども、大変なものであったなというふうに考えているところであります。市で

は 10 月 18 日の水曜日でありますけれども、南魚沼地域振興局、県のほうに訪問させていた

だきまして、私も参りました。一般県道落合六日町線の早期通行止め解除の要望を力強く行

わせていただきました。落石危険箇所の復旧時期などについては来春の雪解けの状況、また

不慮の事態が発生すれば変更の可能性があるとしながら、これは当然そういうことがあり得

るということで、話の中身として担保しているというように私は感じております。そういう

ことがあるかもしれませんが、来年のロードレース開催には、必ずこの工事を間に合わせた

いという力強いまた振興局長からの答弁もありましたので、お伝えをしたいと思います。我々

もそれをぜひ、お願いするということであります。今後も状況を注視させていただきながら

地域振興局に申し入れを続けてまいりたいと思っております。 

これは先ほどそういう要望活動を行ったということでありますが、振興局、そして振興局

長さんをはじめ、県の皆さんとお会いする機会は、やはり市長職としては大変しょっちゅう

といいますか、ありますので、このことを常にさまざまなところで話題にさせていただき、

力強い皆さんの前向きの思いをこちらに伝えていただいておりますので、必ずや実現できる

ものと思っておりますが、よろしくお願いしたいと思います。 

 ３番目のこのロードレースと三国川ダム観光の協調を推進すべきと思うがということであ

りますが、私もそのとおりだと思っています。平成 26 年から始まったグルメライドとこのロ

ードレースは４回目を迎えたところであります。会場であるしゃくなげ湖畔が市内外の方に

認知をされてきていると。本当にされてきていると思います。このイベントは平成 28 年度の

実績報告によると、76％以上の参加者は市外、県外からお見えいただいておりまして、イベ

ント参加のために数日間滞在するというようなことから、宿泊費や飲食費をはじめとするそ

の地域に及ぼす経済効果、これは大なるものがあると思います。事務局の推計――これはロ

ードレースのほうの事務局の推計ですけれども、3,500 万円と推計されているそうでありま

す。まさにそのとおりだと思います。これらのことからロードレースの開催は、ダム観光の

みならず地域の活性化にも貢献するところが大きいと考えておりますので、両者のますます
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のこの協調を支援させていただいて、相乗効果が上がるよう努めてまいりたいと思っている

ところであります。 

魚沼地域全体を走る、そういうグルメライドというような視点もあって、このコース取り

などによりましては大変私どもの地域を広く、参加する選手だけではなく、それを取り巻く

スタッフの皆さん、観客も含めて、効果が大なるところを期待するものだと思っております

し、これからもそれを伸ばしていきたいと思っているところであります。１回目の答弁は以

上です。もし、質問がありましたらよろしくお願いします。 

○議   長  ４番・吉田光利君。 

○吉田光利君  １ 三国川ダム観光について 

市の前向きな取り組みの姿勢については、十分理解いたしました。まず、最初に目標と方

向づけというお話の中で、独立運営のできるところまで応援したいというような形だったと

思うのですが、私は目標と方向づけでございますから、今、地域が張り合いを持たせるには、

やはり今、観光客がピークで 17 万人だったという話がありましたけれども、全国平均、ダム

湖では私の調べるところでは 11 万人くらいというアベレージです。最高が 130 万人というと

ころがありますけれども。例えば目標は 20 万人ですと。年間 20 万人ですとか、日本一きれ

いなしゃくなげ湖を目指すとか、いろいろなスローガンがあると思います。そういった形で

達成感を持たせて、そして発信して、官民一体となった取り組みが地域の活性化につながる

のではないかと思いますが、その辺について具体的な指針、目標を市としてお考えがあった

らお聞かせいただきたいのですが。 

○議   長  市長。 

○市   長  １ 三国川ダム観光について 

まず、この五十沢地域の問題を考えてみたいと思います。１つは中学校が統合によって地

元からなくなっていくというような視点。そしてイベント開催等によっては、市の大きな方

針としては、３年間やはり支援をして、その後は独立をしてほしいと、そういう財政措置と

いいますか補助の姿勢がまずはあります。しかし、私も市長になる前、いろいろなイベント

に携わってきた人間の１人として、なかなかそれは難しいということは十分わかっています。 

今回その先ほど前段申し上げた中学区の問題等で、地元の皆さん、そしてこの被災をした

ダム周辺観光の問題からして、その辺も十分勘案する中で、次年度もこの支援に我々は心を

砕くべきだというふうに今の時点では考えております。 

そしてこの中身でありますが、秋の初めのころに、フリスビードッグの大会、シリーズ戦

もあのしゃくなげ湖畔で行われています。これも非常にすばらしいものでありますが、今の

ところあまり市が力を入れているということはありません。今の形の中でどういう側面で支

援ができるかという問題や、例えば今、観光協会等では、雨の日――あと何だったかな、の

ち心晴れだったかな。雨の日観光ですね、こういったものをやっています。 

今、三国川ダムの管理所長さんとは、月に１回ないし少なくとも２か月に１回はお会いを

させていただいて、そういう機会を持っています。この中でいろいろな話をさせていただい
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ていますが、大変前向きな所長さんの考えがあります。先ほど申し上げた、先ほどから出て

いるこのロードレースの実行委員会の席にも呼ばれましたが、その後、所長さんにもよくそ

こまで熱を入れてくださいますねという話をした点があります。この実行委員会そのものに、

三国川管理事務所の職員を実行委員会の中にちゃんと１人、きちんとしたポジションとして、

ことし送りました。来年に向けてですね。こういったところには大変力の入れようもありま

すし、これらをやはり伸ばしていくこと、協調していくことが大きなテーマになっていくの

ではないかと。 

大変、うちの市のこのスポーツを通じた発信づくりの中に欠かせない１つのツールになっ

てきていると私は思います。それがゆえに今いろいろ言われている運動施設の 2020 年のオリ

ンピック、パラリンピック、または来年の平昌は間に合わないと思いますが、その後の北京

オリンピック等とオリンピックが我々の近くで続いていくわけであります。こういった中で

さまざまな体育施設等でなかなかうまく前に出ないところがありますが、ロードレース等は

我々がそういった外国の、そういうチームを呼び込む。事前合宿地とかそういったことには

極めて関心を持っているというところも出てきておりますので、それらの支援も含めて、こ

のしゃくなげ湖畔の周辺観光は、いろいろな角度から考えて、この地域、そこの地域だけで

はない南魚沼のある種のエンジン部分の１つに仕立てていくのが、私は非常に大きな道筋だ

と考えております。 

○議   長  ４番・吉田光利君。 

○吉田光利君  １ 三国川ダム観光について 

わかりました。次に質問させていただきますけれども、来年の春をめどに復旧させるとい

うようなお話がありまして、時期的なことはまだわからないという話がありました。県道の

復旧ですね、はい。私も、あそこが通行止めなものですから、実際にその落石の様子がちょ

っとわからないのですけれども、ある方から聞くとそんなに工事はかからないだろうという

声もあります。実際にどのくらいの規模の工事期間がかかって、どのような形で、もし復旧

させるには労力が必要なのかというのは、おわかりでしたらちょっと教えていただきたいの

ですが。 

○議   長  市長。 

○市   長  １ 三国川ダム観光について 

先ほどの 10 月の要望に行ったときに、現場の写真等でですが見させていただきました。そ

う簡単ではないなと私は思っていますが、具体的には担当課のほうで把握をしている――全

部答えられないと思うのですけれども、こういう状況であるのではないかという話はできる

と思いますので、答えさせたいと思います。 

○議   長  建設部長。 

○建設部長  １ 三国川ダム観光について 

では状況について私のわかる範囲内でご説明をさせていただきたいと思います。落石の恐

れのある岩といわれるものが、10 月の、私どもが振興局のほうにお伺いした段階では、おお
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むね 30 トンから 40 トンくらいの大きさではないかというふうに言われておりました。これ

は詳細に調査をしていかないと、どのくらいの推計の大きさになるかわかりません。それが、

大きな岩が１つあって、その根元に幾つかのまだ岩があるといったような状況の写真を、見

させていただいたというような状況になっております。 

 現在、詳細の調査等は既に終わったというふうに、私ども地域整備部のほうから報告を受

けておりまして、今現在その対策工事のための工法等を検討しながら、現在設計を進めてい

るのだというふうに報告を受けているところでございます。対策工事のほうの工法検討につ

きましても、年度内、ですから来年の３月くらいまでは、やはり工法検討等に時間がかかる

というようなことでございまして、これを壊して落とすのか、あるいは全体を覆ってしまう

のか。あるいはアンカー等でつるような工法をとるのか。これは今後検討させていただいて、

決めていただく、工法を決定していくというような方向になります。 

なお、先ほどの質問のときに、来年の春までにということに話がございましたけれども、

そういう工法が決まりまして、来年の雪解けとともに工事を発注させていただきます。です

から、落石防護対策の工事の施工としては、９月のグルメライド等のこの競技があるまでに

完成を目指して進めたいということでございます。以上でございます。 

○議   長  ４番・吉田光利君。 

○吉田光利君  １ 三国川ダム観光について 

はい、わかりました。なぜこのような質問をしたかといいますと、実はある観光筋からい

ろいろ引き合いが来ていまして、今、全国的にどうかといいますと、ダム湖の観光ブームな

のだそうです。幸いにこのしゃくなげ湖、三国川ダムに大型バスの引き合いがものすごく来

ているのだそうです。 

それで、ご承知のとおり、三国川ダムの向かって右岸のほうですか、が県管轄の県道管轄

ということで、そこが通行どめということになりまして、承知のとおりにあの道路、大型バ

スが交換できないというようなことがありまして、そこに通行どめになっていると、せっか

く大型バスが連日来るというのを、お断りしなければいけないという内容なのです。 

今ほど、秋にロードレースに間に合うようにつなげていきたいと。最低限の話なのです。

今、この三国川ダム、しゃくなげ湖畔開発公社の話もしましたけれども、来年開通すると言

っても５月に開通すると、10 月に開通すると言えば、天地の差があるのです。それは私があ

えて言うまでもなく十分認識されていると思うのですが、どうか全力で早期復旧と、それを

極力お力添えをいただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○議   長  市長。 

○市   長  １ 三国川ダム観光について 

工事の中身等が定まって、それを当然我々にも報告いただくと思います。その中では早期

の、１日でも早い――夏がありますから。やはり、そこに向けて頑張っていただきたいとい

うことは、これは地元の皆さんにまたお伝えをいただいて、ともにやらせてもらいます。こ

れは地域の熱意というのも非常に大事なところもありますので、一緒に私も先頭に立つつも
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りでありますので、お伝えをいただきたいと思います。そのとおりやらせてもらいます。 

○議   長  ４番・吉田光利君。 

○吉田光利君  １ 三国川ダム観光について 

くどいですが、もう一度だけ確認させてください。その今、県道ですから市がどうのこう

のではないと思うのですけれども、来年に、復旧のめどはある程度確約できるという解釈で

よろしいでしょうか。時期はともかく。お伺いいたします。 

○議   長  市長。 

○市   長  １ 三国川ダム観光について 

前段でも申し上げました。その確約というのは、念を押されても私は答弁にちょっと窮し

ますので、お願いしたいと思いますが、必ずその件はきちんとやっていただけるというふう

に、私は確信をしています。 

○議   長  ４番・吉田光利君。 

○吉田光利君  １ 三国川ダム観光について 

わかりました。次に、ロードレース関係ですが、先ほどロードレースのお話の中で、私は

日本一のコースという話をさせていただきました。日本一の称号を胸を張って言えるのはそ

うはないのですね。例えば魚沼コシヒカリは日本一です。おいしいお米ですと、胸を張って

言えますけれども、ほかに日本一と名乗れるのはあるのかどうかというのを考えると、うう

ん、という形だと思うのです。そんな中で、今回の三国川ダムのロードレースのコースは日

本一だと胸張って言えるのです。これは全国に発信できるのです。もっともっとダム湖とロ

ードレースの協調といいますが、市が共催、一緒になって取り組むと、ＰＲをすると、やは

り活発な広報活動が必要ではなかろうかと。南魚沼市はこれを種に、ネタに訴えるべきでは

ないかなというふうに考えるのですが。 

それと同時に、今回、非常にうれしい話を聞かせていただいているのですが、おもてなし

がいいと言うのですよ。今回のロードレースの中で各地から声が来ていると。特に高校生、

神奈川の高校生、埼玉の高校生。私も実際に聞かせていただきましたが、そのおいしい料理

とかいろいろな要素はあるのですが、その人情味といいますか、非常に温かいスタッフの対

応だったと。ほかになかったという声を聞いています。非常に南魚沼市の人情味というか、

そういうのが伝わっているのだなというふうに、うれしく思った次第です。この日本一の今

言った称号を、もっともっとアピールしなければいけないというふうに思っていますが、そ

の広報の活発化について見解をお聞かせいただきたいのですが。 

○議   長  市長。 

○市   長  １ 三国川ダム観光について 

行政がどういう、何ていうのですかね、一緒に、ともに進ませていただく、後押しをする

かということになってくると思います。この次にどなたかの質問での答えがちょっと重複を

するところが出てきますが、ロードレースの評判といいますかね、そこがなっていて、その

中で今――私も昨年就任してからいろいろな、自分たちと友好関係のある各国の大使館等に、
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この 2020 年、また、東京や東京オリンピック等も含めてホストタウンとなるべく、我々はそ

ういう門戸を広げて皆さんのお手伝いをいたしますということで、各それぞれの国の、日本

で言えばスポーツ庁のようなそういう、あるいは競技別の団体のそういう連盟さんに声をか

けてくださいということで、ニュージーランドやオーストリア、それからノルウェー、これ

は領事館を通じてといいますと、今度は韓国、中国、これらのところに我々と姉妹関係があ

りますから。韓国と中国は――中国はないですけれども、姉妹都市関係がありますので、そ

ういったところを利用して声をかけてくれという話をしてきました。 

それが功を奏したか、またはその自転車レースの皆さんからのやはり評判が功を奏したの

か、ちょっと詳細にはわからないところもありますが、２つの国から、この南魚沼でロード

レースのそういう事前合宿というか、そういう形の打診が今あるという状況をお聞きして、

先週になるかな――ちょっと日にちが失礼、その２つの国の大使館に再び私から訪れさせて

いただいて、もう一度、大使がお会いしてくれましたので、大使のほうから本国のほうに、

力強い後押しをしてほしい、南魚沼市はもうウェルカムでありますということを伝えており

ます。これらのことが私どもにとってできるまずは第一歩かなということでやっております。 

恐らくこういうことになりますと、その競技が認知をされ、そして地域においても大きな

弾みにもなってくるというふうに信じて、今それを行ったりしております。あと細かい発信

というのは、ちょっと地元の皆さんも含めて頑張ってもらわなければいけません。 

○議   長  ４番・吉田光利君。 

○吉田光利君  １ 三国川ダム観光について 

ぜひとも、市と官民一体で三国川ダム観光を進めたいというふうに考えていますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。それでは、ダムについては以上で、次の質問に移らせてい

ただきます。 

２ 子ども・子育て支援事業について 

 子ども・子育て支援事業について。子供は国の宝であります。子育て保護者への就労支援

サービスは、市の生産性、雇用創出安定、地域活性化の面で重要なサービスであると考えて

います。私は以前より、また、議員として日々市民と接する中、特に働くお母さん方から、

思いっきり働きたい、スキルを伸ばしたい、正社員になりたい、経済的にも働かないと困る

のです、でも小さい子供がいるから正社員の道はあきらめるしかないのです。せめて病児保

育、病後児保育を利用できたら。切なる声を聞いています。 

全国的に、特に南魚沼市にとって人手不足の中、雇用主からは、社員から突然会社を休ま

れると本当にやりくりに困っているのです、という切なる声も聞いています。大事なお子さ

んを預ける立場、受け入れる立場、市の執行立場、それぞれ事情、課題が大きいことは十分

承知しております。執行部の努力、担当部門のご苦労については敬意を表するものでござい

ますが、あえてお伺いいたします。 

 まず１番目といたしまして、病児保育所の増設は必要と考えるが、市として計画はあるの

か。２番目、病後児保育利用状況と今後の方向づけをどう考えるか。３番目、学童保育待機
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者対策についてどのように取り組むのか。以上、３点をお伺いいたします。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 子ども・子育て支援事業について 

吉田議員の２つ目のご質問、子ども・子育て支援事業についてであります。この１番目の

病児保育所と２番目の病後児保育利用状況、これはちょっと関連性がありますので、１番と

２番一緒にさせてもらって答えさせてもらいます。 

 現在市内の病児保育施設というのは、萌気園浦佐診療所内の「花てまり」で、病後児保育

施設は野の百合保育園内の「ゆりかご」、それとわかば保育園内の「すずらん」、この２つで

あります。定員は花てまりが９名、ゆりかご、すずらんがそれぞれ３名ずつとなっています。

平成 27 年３月に策定をしました、子ども・子育て支援事業計画、この計画の中には市民病院

で病児保育を実施するという計画がありました。がしかし、現在の利用実績は花てまりが１

日平均 1.7 人ほどであります。病後児保育の利用実績は、１日平均 0.17 人ほどとさらに低い

状況になっております。こうしたことから各地域に１か所設置している現体制を維持した中

で、今後のあり方を検討することとしています。現在は増設への緊急性は低いものと市当局

は考えております。これらには看護師の配置などが必須となっているという条件もつけられ

ているわけであります。 

 ３番目の学童保育の待機者対策であります。今年度は待機児童対策として、学童クラブの

稼働率が８割程度であることを考慮して、８割程度というのは欠席をする児童などがやはり

いるということです。このため実際の利用率は８割ほどになるという意味なのですけれども、

学童クラブの稼働率が８割程度であることを考慮させていただいて、各クラブの定員を年度

の途中でありましたけれども、２割程度引き上げて、全体定員を 85 名増員いたしました。た

だ、非常に出入りがありますので、６月１日時点の待機児童というのは 91 名おりました。し

かし、12 月１日では 53 名というふうになっております。 

 来年度の申し込み状況、これはＮＰＯ法人が運営をする 13 のクラブ、そして通年長期の合

計でありますけれども、来年度の申し込み状況は、現時点で 591 名、定員の 573 人を 18 名上

まっているという状況であります。現在、新年度の受け入れへの審査中ということなのであ

りますが、保育の必要性が高いと思われる――今は６年生までですけれども、高いと思われ

る３年生までの児童では、ＮＰＯ法人が運営する 13 クラブ中２つのクラブで待機が発生して

しまう見込みであります。引き続き学校の空き教室などを最大限活用するなどしながら、保

育を実施してまいりたいと思っておりますので、どうかよろしくご理解をいただきたいと思

います。今のところ以上でございます。 

○議   長  ４番・吉田光利君。 

○吉田光利君  ２ 子ども・子育て支援事業について 

病児保育についてですが、執行部の出された資料のデータなのですけれども、10 月末現在、

病児・病後を含めたデータだと思いますが、10 月現在、萌気診療所さんが 289 名、わかばさ

んが２名、野の百合さんが 23 名というデータがあります。先ほどの市長のお話にあった背景
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かと思うのですが、断トツに萌気診療所さんの利用が多い。著しく差があるわけですけれど

も、これはいろいろな背景があると思うのですが、この辺の分析はどのようにされているの

か。お伺いいたします。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 子ども・子育て支援事業について 

この点については私もいろいろな、こうではないかという思いはあるのですけれども、こ

れにつきましては担当の部課長から答えさせますので、よろしくお願いします。 

○議   長  子育て支援課長。 

○子育て支援課長  ２ 子ども・子育て支援事業について 

今の案件についてですけれども、萌気診療所の関係の職員が、自宅でみるよりも勤務をし

ながら看護師それから保育士、医師も近くにおりますので、極めて利用実績が高くなってい

るという状況です。以上です。 

○議   長  ４番・吉田光利君。 

○吉田光利君  ２ 子ども・子育て支援事業について 

そのとおりかとは思うのですが、萌気診療所さんには病児があるのですよね。わかばさん

と野の百合さんは、病児はないのです。病後なのですよね。やはりその差だと思うのです。

だから、萌気さんにはスタッフがいるのです。お医者さんもすぐ近くにいる、看護師さんも

いる。そういった形の環境の面もあると思うのですが、今、実際の市民の声を聞くと、病児

保育、先ほど平成 27 年計画したけれども、今の必要の環境にないというお話がありましたけ

れども、今、浦佐地域にあるわけですから、六日町の市民病院とか、また市立の病院等で連

携して検討することはできないかどうか、また改めてお伺いいたします。病児保育について

です。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 子ども・子育て支援事業について 

これは、気持ちとしては当然検討したいわけですが、なかなか医師の数、看護師の配置も

必須条件、さまざまある中で今こういうふうに進んできているということであります。詳し

いことにつきましては、また担当の部課長から答えさせます。 

○議   長  福祉保健部長。 

○福祉保健部長  ２ 子ども・子育て支援事業について 

今ほどの件でございますけれども、医療機関の萌気会の場合は、保育園でなく医療機関の

ところで設置しているという条件があります。これにつきまして病児保育の場合は、緊急時

の対応についてあらかじめ文書により取り決めを行っている。医療機関とちゃんとした取り

決めを行っているという条件がついております。それができるということになると、やはり

緊急時にすぐに医師が対応できる医療機関が隣接するか、その医療機関の中で開設するとい

うふうなことになりますので、そういう状況を満たすというのは、非常に難しいところだっ

たということだと思います。 
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平成 27 年度、市民病院の中でそういった計画が一時期あったということですけれども、そ

れが条件的になかなか整わない中で開設できなかったというふうな状況があったというふう

に考えております。 

 今後、それぞれ、浦佐地区にあってほかの地区にも設定できないかという部分であります

けれども、そういった保育園の中にもしも設置するとすると、本当に隣接するところに医師

等がいる場合でないとなかなかそれは難しいということになる。そういった状況を満たして

いる保育園等がほとんどないわけですので、医療機関に改めてそういった施設を設置という

のが今の段階では難しいので、早期にそれを設置するというのは難しいというのが現状でご

ざいます。以上です。 

○議   長  ４番・吉田光利君。 

○吉田光利君  ２ 子ども・子育て支援事業について 

今ほどの話の中で、非常に厳しいという話かとは思いますけれども、今、浦佐地域に病児

保育所があるわけです。実際、中心は六日町なわけです。だから、塩沢地域の人、六日町地

域の人は、浦佐までそういう対象があったらお子さんを連れていかなければいけないという

のがあるわけです。ただ、言ったようにお願いする側、受け入れる側ということもあります

ので、難しいことは重々承知していますが、非常に市民の声として、せめて病児保育この辺

がセンターの六日町地域にあれば、という切なる声があるものですから、ぜひとも前向きに

声として受け止めていただければというふうに思っています。 

 それと、病後児保育についてですが、これを見ると非常に利用者は少ないですよ。これは

多分、10 月末現在、わかばさんは２名とか、野の百合さん 23 名という数字がありますけれ

ども、この数字だけで利用者がいないというふうにとらまえているのかどうか、この辺をお

聞かせいただきたいのですが。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 子ども・子育て支援事業について 

利用者がいないというふうに申し上げてはおりませんで、当然、必要だからこうやって開

設しているわけでありますので、誤解のないようにお願いしたいと思いますが、現場はどう

いうふうに今この数字を見て思っているかにつきましては、担当の部長・課長から答えさせ

ます。 

○議   長  子育て支援課長。 

○子育て支援課長  ２ 子ども・子育て支援事業について 

小さいお子様のその病気によって病後児の施設に預けなければいけないという状況を、親

御さんの立場で考えました場合、あったほうがいいということはあろうかとは思いますが、

なかなか子供さんがかかりつけのお医者さんの近くであれば、そういったことも可能かとは

思いますけれども、全く今まで行ったことのない保育園などで果たして安心しながら預けら

れるかということになりますと、親心としてやむを得ず仕事を休んで対応されているのでは

ないかと考えております。以上です。 
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○議   長  ４番・吉田光利君。 

○吉田光利君  ２ 子ども・子育て支援事業について 

今ほどの件もあろうかと思いますが、私が思うには、実際には働くお母さん方が病後保育

に預けたいという気持ちの前に、まず、おばあちゃんに当たる実の親御さんにお願いすると

か、あるいはお姑さんにお願いするとかという手順を踏むのです。踏むのですが、自分も仕

事を勤めたいということで頼むのですが、やはり姑さんに頼みづらい、実の親御さんに頼ん

でも断られる。そうかと言って、じゃあ、病後児保育ということになると、手続上もいろい

ろ複雑なところがある。致し方なく休むしかない。会社を休むしかないという声が実態なの

です。この辺をうまくつかんでいただいて、今後の行政の執行のほうに当たっていただけれ

ばというふうに考えていますが、当然、病気関連ですから、いろいろな手続、手順は必要か

と思います。悪用されても困ります。 

今、声として実際あるように、手続上がちょっと複雑で利用しづらいという声も確かにあ

るのです。その辺のもう少し簡便化するような検討はお願いできるのか、されているのか、

お伺いいたします。 

○議   長  市長。 

○市   長  ２ 子ども・子育て支援事業について 

ちょっとその細かいところまで簡便化、手続の簡素化というのでしょうか、ここのところ

をちょっと私がわかりかねますので、担当のほうから答えてもらいます。前段、議員もおっ

しゃったその社会のあり方と言うのですかね。本来、そのときに休めるような社会とか。あ

とはなかなか姑さんに言いづらいというのも、私も当然子供を育てたのでわかるところがあ

りますが、そういうことや母親と子供の関係とかいろいろなことを、私はこの問題というの

はあまり簡単――そういう条件を行政として整備すれば一番いいわけですけれども、なかな

か今は難しい。この話を先ほどからしていますし、それに向かってやっていかなければいけ

ないことはわかりますが、果たしてそれだけで、今までやってきたこの社会の方向性が正し

いかというと、私はもう一度その子供と親の関係とか、本当は本来働くそのシステムといい

ますか、突発的なときにそういうことでも休めるような、そういう社会の構築こそが大事で

あって、何となく小手先の対処療法というように、私個人はです、思えてなりません。ただ、

行政としてはこれを整えていかなければいけないということは、よくわかるつもりでありま

す。あと細かいところは話をさせます。 

○議   長  子育て支援課長。 

○子育て支援課長  ２ 子ども・子育て支援事業について 

病後児保育をお願いできる一番の大きなポイントといいますのが、医師からの病後児保育

ができるという証明ということです。証明ということは、医療的な観点から先生が、ご自宅

でなくてもそういった施設で、この子は病気の後、回復することがそういった施設でできる

だろうと。例えば看護師さんがいて、保育士もいる施設でそれができるだろうということを、

医師が判断した人だけが対象になりますので、保護者の方がどうしてもそういった病後児施
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設に預けたいということであっても、医師の証明がなければ預けることができないわけです。

そこのところは医師が医療的判断で証明するわけですので、行政のほうで無理やりこうして

くださいということはできない。それが現状でございます。以上です。 

○議   長  ４番・吉田光利君。 

○吉田光利君  ２ 子ども・子育て支援事業について 

今の話はごもっともだと思います。病気の場合、医師の判断が必要だというのは重々承知

していますので、これは譲れないところというのはわかっています。そのほかに手続上、事

前連絡はどうの、いろいろ制約はあると思うのですが、なるたけスリムに簡素化ができると

ころは取り組んでいただきたいというのが私の趣旨でございますので、よろしくお願いした

いというふうに思っています。 

 学童保育については、私はわかりました。そのとおりだと思いますが、今、学童保育はい

ろいろな面で全国的に今話題になっていると思います。とにかく、ない袖は振れないという

ことだと思いますので、民間の場合は結果が全てということがあります。やはり行政はその

プロセス――だめならではどういう方法があるということをしっかりと伝えて、そして行政

サービスに徹することが肝要かなというふうに考えています。もちろん、今そのような心掛

けで取り組んでいただいていると思っていますが、特に子育て支援については、国の今後の

宝でございますので、そういう気持ちを忘れずに、ぜひ、取り組んでいただくようにお願い

しまして、私の質問を終わります。 

○議   長  以上で吉田光利君の一般質問を終わります。 

○議   長  お諮りいたします。本日の会議はこれで延会したいと思いますが、ご異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会することに決定しました。 

 本日はこれで延会いたします。 

○議   長 次の本会議はあす、12 月 12 日午前９時 30 分、当議事堂で開きます。 

 大変ご苦労さまでした。 

〔午後４時 17 分〕 
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